
「
御

用
」
請
負
人
と
近
世
社
会

岩
　
城
　
卓
　
二

　
は
じ
め
に

一　

大
森
代
官
所
の
中
間
支
配
機
構

二
　
郷
宿
の
成
立
と
機
能

三
　
郷
宿
の
経
営

四
　
中
間
支
配
機
構
に
お
け
る
郷
宿
の
位
置
付
け

　
お
わ
り
に

「御用」請負人と近世社会

論

文

要

旨

　
近
年
、
筆
者
は
近
世
農
民
支
配
は
武
士
、
農
民
、
「
御
用
」
請
負
人
の
三
者
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
請
負
人
を
必
要
と
す
る
近
世
国
家
と
社
会
の
性
格
に
つ

い
て

論

じ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
請
負
人
の
経
営

実
態

と
請
負
人
の
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
武
士
、
農
民
、
請
負
人
三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
請
負
人
の
具
体
像
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
検
討
の
素
材
に

し
た
の
は
幕
領
石
見
国
大
森
代
官
所
で
活
躍
し
た
郷
宿
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
代
官
所
中
間
支
配
機
構
に
介
在
し
た
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
の
役
割
を
概
観

し
、
第
二
章
で
は
幕
領
支
配
に
「
御
用
」
の
請
負
人
が
登
場
す
る
時
期
と
請
負
人
の
役
割
を

整
理
し
た
が
、
本
稿
の
検
討
の
中
心
は
続
く
第
三
章
以
下
で
あ
る
。

　
請
負
人
の
研
究
は
史
料
的
制
約
の
た
め
機
能
論
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の
家
業
の
内
容
に
つ

い
て

は
ほ

と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
第
三
章
で
は
そ
の
研
究
上
の
課
題
に
取
り
組
む
た

め
、
郷
宿
の
収
入
の
内
訳
と
利
用
状
況
を
検
討
し
、
そ
の
収
入
が
賄
い
代
、
利
銀
、
人
足
賃

に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
、
私
的
な
「
御
用
」
の
利
用
が
多
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に

し
た
。
こ
の
検
討
を
ふ
ま
え
、
請
負
人
が
宿
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
請
負
人
が
私

的

な
利
害
関
係
に
左
右
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。

　
第
四
章
で
は
、
請
負
人
は
「
御
用
」
に
関
わ
る
下
級
官
更
と
考
え
る
武
士
、
請
負
人
は
雇

用
人
で
あ
る
と
い
う
農
民
、
意
識
的
に
は
下
級
官
吏
‖
治
者
と
自
己
認
識
し
な
が
ら
、
実
際

の

行
動
は
農
民
の
雇
用
人
と
し
て
振
る
舞
わ
ざ
る
を
え
な
い
郷
宿
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
武
士
と
農
民
の
立
場
の
違
い
は
「
御
用
」
自
体
の
認
識
の
違
い
で
あ

り
、
そ
の
志
向
す
る
国
家
や
公
共
性
は
異
な
る
こ
と
を
論
じ
た
。

　
お

わ

り
に
で
は
、
近
世
社
会
に
お
け
る
公
職
の
担
い
手
に
対
す
る
認
識
、
「
御
用
」
請
負

人
の
登
場
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
っ
た
地
域
社
会
や
公
共
性
が
、
明
治
国
家
の
地
方
自
治
制

改
革
の
課
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
望
を
示
し
た
。
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は

じ
め
に

　
近
世
の

農
民
支
配
は
領
主
権
力
で
あ
る
武
士
の
支
配
機
構
が
脆
弱
で
あ
っ
た
た
め
、

村
請
制
を
採
用
し
、
支
配
の
実
際
の
多
く
を
村
に
依
存
し
て
い
た
。
こ
の
村
請
制
は

近
世
農
民
支
配
を
特
質
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
村
は
年
貢
だ
け
で
な
く
武
士
が
実

施
す

る
行
政
・
裁
判
も
請
け
て
い
た
。
武
士
が
実
施
す
る
行
政
・
裁
判
は
史
料
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
御
用
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
が
、
村
請
制
は
年
貢
村
請
と
と
も
に
「
御
用
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

村
請
の
観
点
か
ら
も
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
御
用
」
村
請
と
い
う

武
士
の

実
施
す
る
行
政
・
裁
判
に
対
す
る
村
の
対
応
と
実
現
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に

す

る
こ
と
が
、
袋
小
路
に
陥
っ
て
き
た
感
が
否
め
な
い
村
落
自
治
論
、
そ
れ
を
基
盤

に

し
た
地
域
社
会
論
を
批
判
的
に
継
承
・
発
展
さ
せ
る
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
課
題
で

あ
る
と
考
え
る
。

　
八
〇
年
代
隆
盛
を

極
め

た
村
落

自
治
論
を
主
導
し
た
水
本
邦
彦
は
、
近
世
の
村

（農
民
）
は
領
主
権
力
の
介
入
を
許
さ
な
い
自
律
的
機
能
を
確
保
し
つ
つ
も
、
そ
こ

で
覆
い
き
れ
ぬ
部
分
を
国
家
に
依
存
し
、
要
求
す
る
と
い
う
点
、
国
家
の
側
も
そ
う

し
た
村
の
自
律
的
機
能
に
依
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
安
定
的
統
治
が
可
能
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
相
互
依
存
の
構
造
と
評
し
た
。
こ
の
水
本
の
見
解
は
そ
の

後
の
多
く
の
研
究
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
様
々
な
村
の
自
律
的
機
能
の
発

見
を
は
じ
め
、
中
後
期
に
成
立
す
る
村
連
合
、
畿
内
の
郡
中
議
定
も
村
の
自
律
的
機

能
を

基
盤
に

し
た
非
領
主
身
分
を
直
接
の
担
い
手
と
す
る
政
治
社
会
領
域
の
拡
大
と

評

さ
れ
、
そ
こ
に
日
本
の
近
代
化
へ
の
道
程
を
み
よ
う
と
す
る
見
解
に
ま
で
発
展
し

　
　
（
4
）

て

い

っ

た
。
こ
の
相
互
依
存
の
構
造
と
い
う
水
本
の
見
解
は
近
世
の
国
家
と
農
民
の

関
係
を
端
的
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
自
律
的
機
能
の
評
価
と
い
う
側
面

で
だ

け

受
け
入
れ
ら
れ
、
村
（
農
民
）
が
国
家
に
依
存
し
、
要
求
す
る
と
い
う
も
う

ひ

と
つ
の
側
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
村
（
農
民
）
の

自
律
的
機
能
だ
け
を
評
価
す
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
る
し
、
村
（
農
民
）
が
自
律
的

機
能
で
は

覆
い
き
れ
ぬ
部
分
を
国
家
に
依
存
し
、
要
求
す
る
と
い
う
側
面
は
中
後
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の

近
世
社
会
を

考

え
る
う
え
で
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
武
士
が
実
施
す
る
「
御
用
」

を

村
が
請
け
、
こ
れ
が
如
何
に
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

村
の

も
つ
こ
の
側
面
を
考
え
る
有
効
な
素
材
に
な
る
し
、
自
律
的
機
能
か
ら
で
は
み

え
て
こ
な
い
地
域
社
会
像
を
描
き
だ
す
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

さ
て
「
御
用
」
村
請
に
つ
い
て
は
中
間
支
配
機
構
の
成
果
、
と
り
わ
け
久
留
島
浩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の

仕
事
か

ら
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。
中
間
支
配
機
構
と
は
支
配
を
成
り
立
た
せ
る
た

め
領
主
権

力
と
村
の
間
に
置
か
れ
た
大
庄
屋
、
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
な
ど
を
指
す
。

こ
の
中
間
支
配
機
構
は
私
領
で
も
み
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
幕
領
で
ひ
ろ
く
活
用
さ

れ
て

お

り
、
十
八
世
紀
以
降
の
幕
領
で
は
代
官
ー
郡
中
惣
代
－
惣
代
庄
屋
－
村
役
人

と
い
う
支
配
系
統
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
中
間
支
配
機
構
の
研
究
を
大
き
く
進

展

さ
せ
た
久
留
島
は
幕
領
の
郡
中
惣
代
・
惣
代
庄
屋
が
廻
状
の
作
成
、
村
々
へ
の
触

の

伝
達
、
御
用
人
足
差
配
、
代
官
所
の
実
施
す
る
各
種
調
査
へ
の
関
与
な
ど
「
御
用
」

代
行
者
と
し
て
代
官
所
行
財
政
の
実
質
的
肩
代
わ
り
を
行
い
、
彼
ら
の
上
意
下
達
機

能
が

な
け
れ
ば
幕
領
支
配
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
郡
中
や
組
合
村
が
「
御
用
」

を

請
け
て

い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
郡
中
・
組
合
村
は
「
御
用
」
を
代

行
・
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
地
域
社
会
に
お
い
て
公
共
的
性
格
を
獲
得
し
て
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い

た

と
評
価
し
た
。
こ
れ
ら
久
留
島
の
仕
事
は
「
御
用
」
は
武
士
だ
け
で
な
く
、
郡

中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
を
は
じ
め
と
す
る
中
間
支
配
機
構
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
、
「
御
用
」
が
武
士
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
展
開
で
は
な

く
、
農
民
も
積
極
的
に
関
わ
り
な
が
ら
「
御
用
」
が
実
現
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に

「
御
用
」
の
村
請
の
観
点
か
ら
地
域
社
会
を
展
望
し
た
点
で
高
く
評
価
さ
れ
る
し
、

農
民
が
国

家
に
依
存

し
、
要
求
す
る
と
い
う
側
面
を
正
当
に
位
置
付
け
て
い
く
う
え

で

も
極
め
て
有
効
な
論
点
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
仕
事
は
幕
藩
制
国
家

に
お
け

る
公
共
性
の
在
り
方
や
近
世
国
家
史
全
体
に
も
関
わ
る
重
大
な
問
題
提
起
を

含
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
中
間
支
配
機
構
は
大
庄
屋
、
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
だ
け
で
完
結
し
て

い
た
わ
け

で
は

な
い
。
用
達
、
用
聞
、
郷
宿
、
公
事
宿
と
呼
ぽ
れ
る
金
銭
で
「
御
用
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を

請
負
う
人
々
が
存
在
し
、
中
間
支
配
機
構
に
深
く
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大

庄
屋
、
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
に
は
就
任
に
際
し
て
村
の
承
認
を
前
提
と
し
、
農
民

身
分
の
ま
ま
で
村
の
惣
代
と
し
て
の
側
面
を
強
く
有
し
な
が
ら
「
御
用
」
を
勤
め
る

者

と
、
一
時
的
に
農
民
身
分
を
離
れ
、
領
主
の
公
認
と
反
対
給
付
を
前
提
に
「
御
用
」

を

中
心
に
勤
め
る
者
が
い
る
が
、
前
者
が
村
の
拡
大
・
発
展
、
後
者
が
武
士
論
理
の

一
時
的
な

拡
大

と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
用
達
、
用
聞
、
郷
宿
、
公
事
宿
た
ち
は
武

士
で
も
な
く
、
農
民
で
も
な
い
町
人
で
あ
り
、
「
御
用
」
の
請
負
い
と
い
う
仕
事
に

対

し
て
金
銭
を
受
取
り
、
そ
れ
を
家
業
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
大
庄
屋
、
郡
中

惣
代
、
惣
代
庄
屋
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
「
御
用
」
請
負

人
の
役
割
に

つ
い
て

は
従
来
の
研
究
史
が
全
く
見
落
と
し
て
き
た
が
、
た
と
え
ぽ
用

達
や
用

聞
は
大
坂
町
奉
行
所
の
「
支
配
国
」
内
に
お
け
る
支
配
実
現
に
深
く
関
与

し
、
彼
ら
の
存
在
と
役
割
が
な
け
れ
ぽ
町
奉
行
所
支
配
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と

が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
は
幕
領
で
も
言
え
、
請
負
人
は
幕
領
支
配
実
現
に

深

く
関
わ
っ
て
い
た
。
近
世
社
会
に
お
い
て
公
共
的
に
展
開
さ
れ
る
「
御
用
」
を
金

銭
で
請
負
う
人
々
が
存
在
し
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
「
御
用
」
が
実
現
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
基
本
的
に
武
士
と
農
民
だ
け
で
考
え
て
き
た
近
世
農
民
支
配
研
究
に
新
し

い

地
平
を

開
拓
す
る
し
、
中
間
層
論
の
見
直
し
や
近
世
に
お
け
る
公
共
性
の
在
り
方

を

考
え
る
手
が
か
り
に
も
な
ろ
う
。

　
近
年

よ
う
や
く
「
御
用
」
を
代
行
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
用
達
、
用
聞
、
公
事
宿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
ど
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
も
さ
さ
や
か
な

が

ら
大
坂
町
奉
行
所
の
用
達
、
上
方
八
力
国
幕
領
の
用
達
を
素
材
に
「
御
用
」
請
負

人
の

性
格
付
け
を
行
っ
た
が
、
実
証
的
に
不
十
分
な
点
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
の
問
題

を
単
な
る
興
味
深
い
事
例
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
、
か
な
り
性
急
に
近
世
国
家
・
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

会
全
体
の

な
か
で
の
請
負
人
の
位
置
付
け
を
試
み
た
。
そ
の
た
め
請
負
人
が
存
在
す

る
こ
と
の
重
要
性
や
私
の
主
張
が
十
分
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
の
批
判
も
う
け
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

多

く
は
有
意
義
な
手
痛
い
批
判
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
用
達
を
「
御
用
」
に
関
わ
る

と
い
う
点
で
近
世
社
会
特
有
の
存
在
と
し
て
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
塚
田
孝

の

批
判
、
用
達
と
用
聞
と
い
う
呼
称
の
違
い
に
時
代
的
変
遷
を
認
め
、
彼
ら
の
雇
用

に
領
主
の
主
体
を

考

え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
村
田
路
人
、
用
達
の
株
仲
間
化
の
問

題

と
、
請
負
人
は
公
儀
が
認
定
す
る
家
業
な
の
か
（
こ
れ
は
請
負
人
側
の
主
体
的
な

動

向
を
考
慮
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
も
含
意
し
て
い
る
と
私
な
り
に
理
解
し
て
い

る
）
と
い
う
宇
佐
美
英
機
の
指
摘
は
何
れ
も
「
御
用
」
請
負
人
を
評
価
す
る
う
え
で

欠
か
せ
な
い
視
角
と
考
え
る
。
　
一
方
、
「
御
用
」
請
負
人
は
畿
内
に
限
ら
れ
た
存
在
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と
す
る
向
き
も
あ
り
、
請
負
人
を
近
世
史
研
究
全
体
の
な
か
で
位
置
付
け
て
い
く
に

は
広
い

地
域
で
の
事
例
発
掘
と
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ

こ
で
本
稿
で
は
幕
領
石
見
国
大
森
代
官
所
の
中
間
支
配
機
構
に
介
在
し
た
郷
宿

を

素
材
に
、
近
世
中
後
期
の
「
御
用
」
は
武
士
、
村
（
農
民
）
、
請
負
人
の
三
者
に
よ

っ

て

成

り
立
っ
て
い
た
と
い
う
立
場
か
ら
、
近
世
農
民
支
配
の
構
造
に
つ
い
て
考
え

て

い

き
た
い
。
対
象
と
す
る
時
期
は
郷
宿
の
活
動
が
よ
く
わ
か
り
、
郷
宿
の
位
置
付

け
を

め

ぐ
る
争
論
が
起
こ
る
十
八
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
十
九
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
で
あ
る

が
、
こ
の
作
業
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
前
記
の
批
判
・
指
摘
を
ふ
ま
え
て
次
の

三
点
を

本
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

　
ま
ず
一
点
目
は
「
御
用
」
請
負
人
の
家
業
と
し
て
の
経
営
実
態
の
解
明
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
は
請
負
人
が
担
っ
て
い
た
「
御
用
」
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、

「
御

用
」
請
負
人
と
し
て
の
家
業
の
経
営
実
態
に
つ
い
て
は
史
料
の
制
約
も
あ
っ
て

踏
み
込
む

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
も
史
料
的
限
界
は
否
め
な
い
が
、
郷
宿

の

経
営
実
態
に

つ
い

て
、
郷
宿
が
村
に
一
年
間
の
支
払
い
を
請
求
し
た
帳
簿
か
ら
、

請
負
人
の
経
営
基
盤
が
ど
う
い
う
収
入
に
あ
っ
た
の
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
次
に

二
点

目
は
請
負
人
の
罷
免
に
つ
い
て
で
あ
る
。
私
は
用
達
の
罷
免
過
程
を
検

討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
罷
免
と
選
定
権
が
村
（
農
民
）
の
側
に
あ
る
こ
と

を

指
摘
し

た
も
の
の
、
そ
の
罷
免
理
由
に
つ
い
て
は
「
勤
向
不
届
」
、
「
村
々
安
心
」

で
は

な
い
と
い
う
史
料
の
表
記
以
上
に
、
具
体
的
な
罷
免
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
罷
免
に
際
し
て
、
請
負
人
や
村
（
農
民
）
と
と
も
に
彼

ら
を
活
用
す
る
武
士
の
動
向
に
つ
い
て
の
検
討
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
請
負
人
の

罷
免
が
村
（
農
民
）
側
か
ら
だ
け
の
か
な
り
一
面
的
な
評
価
に
な
っ
た
感
は
否
め
な

い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
罷
免
を
め
ぐ
る
村
（
農
民
）
、
請
負
人
、
武
士
三
者
の
動
向

を

跡
付
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
請
負
人
を
近
世
社
会
の
な
か
で
よ
り
明
確
に
位
置
付

け
る
足
掛
か
り
に
し
た
い
。

　
最
後
に
三
点
目
は
「
御
用
」
請
負
人
の
近
世
国
家
・
社
会
の
な
か
で
の
位
置
付
け

に

つ
い
て

で

あ
る
。
用
達
で
は
請
負
人
の
存
在
が
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ

た

こ
と
を
考
慮
し
、
彼
ら
が
支
配
実
現
に
果
た
し
た
積
極
的
な
役
割
を
中
心
に
検
討

し
た
。
そ
の
た
め
請
負
人
が
村
か
ら
罷
免
さ
れ
る
こ
と
、
請
負
人
の
存
在
が
中
後
期

の

農
民
支
配
に
有
益
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
身
分
制
社
会
に
と
っ
て

は
重
大

な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
用
達
を
活
用

し
た
近
世
領
主
支
配
が
何
の
矛
盾
も
な
く
運
営
さ
れ
、
そ
れ
が
近
代
に
つ
な
が
っ
て

い

く
と
、
私
が
手
放
し
に
「
御
用
」
請
負
人
を
評
価
し
て
い
る
や
の
誤
解
を
う
げ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
御
用
」
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
請
負
人
を
近
世
特
有
の

存
在
と
し
て
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
塚
田
の
批
判
と
は
質
の
違
い
を
感
じ
る

が
、
こ
う
し
た
誤
解
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
先
の
二
点
の
よ
う
な
課
題
に
私

の
検
討
が
及
ん

で

い

な
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
の
検
討
も
ふ
ま
え

て
、
請
負
人
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
近
世
の
国
家
・
社
会
の
在
り
方
と

近
世
の

公
共
性

に

つ
い
て

さ
さ
や
か
な
り
と
も
筆
を
及
ぼ
す
こ
と
に
し
た
い
。

一　
大
森
代
官
所
の
中
間
支
配
機
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

本
章
で
は
大
森
代
官
所
の
中
間
支
配
機
構
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

関
ケ
原
合
戦
後
、
石
見
国
の
う
ち
石
見
銀
山
を
中
心
に
し
た
東
部
は
幕
領
と
な
り
、
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幕
領
を
支
配
す

る
た
め
大
森
町
に
代
官
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
大
森
代
官
所
の
石
見

国
内
支
配
地
は
変
遷
が
あ
る
が
、
本
稿
で
検
討
す
る
十
八
世
紀
中
ご
ろ
以
降
は
安

濃
・
通
摩
・
邑
智
・
那
賀
の
四
郡
約
一
五
〇
力
村
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
そ
の
領
域

は
幕
領
に
よ
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
一
郡
内
に
分
散
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
安
濃
・

遭
摩
両
郡
は
全
村
が
幕
領
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
領
域
的
に
か
な
り
ま
と
ま
っ
て
い

た
。

　

大
森
代
官
所
支
配
の
四
郡
村
々
は
大
田
組
、
久
利
組
、
佐
摩
組
、
大
家
組
、
波
積

組
、
九
日
市
組
の
六
組
に
分
け
ら
れ
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
時
の
各
組
ご
と
の

総
高
は
七
〇
〇
〇
～
九
〇
〇
〇
石
で
あ
っ
た
。
代
官
所
支
配
は
基
本
的
に
こ
の
組
を

単
位

と
し
た
が
、
六
組
全
体
が
「
郡
中
」
と
し
て
支
配
単
位
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

各
組
に

は

組
惣
代
、
い
わ
ゆ
る
惣
代
庄
屋
が
置
か
れ
組
が
請
け
た
「
御
用
」
を
勤
め
た

が
、
史
料
用
語
と
し
て
は
「
年
番
惣
代
」
、
「
何
々
組
惣
代
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
さ
ら
に
こ
の
惣
代
庄
屋
の
な
か
か
ら
郡
中
惣
代
が
選
ば
れ
、
「
郡
中
」

が

請

け
た
「
御
用
」
を
勤
め
た
。
そ
し
て
惣
代
庄
屋
、
郡
中
惣
代
の
他
に
、
組
単
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に

村
々
の
「
御
用
」
を
金
銭
で
請
負
う
郷
宿
が
い
た
の
で
あ
る
。

　
大
森
代
官
所
の
支
配
は
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
、
そ
し
て
郷
宿
が
い
な
け
れ
ぽ
実

現
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
郡
中
惣
代
以
下
は
紛
れ
も
な
く
中
間
支
配
機
構
で
あ
っ

た
。
本
稿
の
目
的
は
こ
の
う
ち
郷
宿
と
い
う
「
，
御
用
」
の
請
負
人
を
評
価
す
る
こ
と

に

あ
る
が
、
そ
の
作
業
に
入
る
前
に
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

が

担
っ
た
「
御
用
」
と
役
割
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
本
稿
で
検
討
の

素
材
に
す
る
の
は
波
積
組
で
あ
り
、
使
用
す
る
史
料
は
波
積
組
の
一
村
に
残
さ
れ
た

　
　
　
（
1
3
）

文
書
で
あ
る
。
波
積
組
の
構
成
村
数
は
変
動
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
で
検

討
す
る
時
期
に
は
お
お
む
ね
以
下
の
三
ニ
カ
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
遁
摩
郡
井
田

村
、
津
淵
村
、
井
尻
村
、
太
田
村
、
殿
村
、
福
田
村
、
上
村
、
福
光
下
村
、
福
光
林

村
、
福
光
本
領
、
今
浦
、
吉
浦
村
、
波
積
北
村
、
波
積
本
郷
、
波
積
南
村
、
那
賀
郡

黒
松
村
、
後
地
村
、
都
治
本
郷
、
浅
利
村
、
渡
津
村
、
郷
田
村
、
太
田
村
、
八
神
村
、

市
村
、
下
河
戸
村
、
上
河
戸
村
、
畑
田
村
、
長
良
村
、
上
津
井
村
、
邑
智
郡
入
野
、

谷
、
住
郷
で
あ
る
。

　

さ
て
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
に
つ
い
て
は
先
述
の
と
お
り
久
留
島
浩
の
精
緻
な
仕

　
　
　
（
1
4
）

事
が
あ
る
。
久
留
島
は
郡
中
惣
代
と
惣
代
庄
屋
の
機
能
を
、
①
代
官
所
行
財
政
の
肩

代
わ

り
と
し
て
、
廻
状
作
成
・
触
廻
し
な
ど
上
意
下
達
の
仲
介
、
御
用
状
差
立
、
御

用
人
足
差
配
と
い
っ
た
「
御
用
」
勤
め
、
②
郡
中
入
用
の
立
会
・
監
査
、
③
郡
中
村

々

を

代
表
し
て
代
官
所
役
人
へ
歎
願
、
④
代
官
所
役
人
の
応
接
、
に
整
理
し
て
い
る

が
、
大
森
代
官
所
の
郡
中
惣
代
と
惣
代
庄
屋
も
同
じ
よ
う
な
機
能
が
認
め
ら
れ
る
。

　
①
は
郡
中
惣
代
・
惣
代
庄
屋
が
中
間
支
配
機
構
で
あ
る
が
ゆ
え
の
機
能
で
あ
る
が
、

こ
の
機
能
は
当
然
多
く
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
八
月
の

代
官
所
勘
定
方
に
よ
る
荒
地
起
返
検
分
は
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
通
達
に
よ

る
と
代
官
所
役
人
は
「
旅
宿
β
旅
宿
迄
持
送
人
馬
之
分
書
面
之
通
相
心
得
、
郡
中
惣

代
能
候
人
馬
差
配
い

た

し
、
人
馬
差
別
井
荷
物
判
紙
毎
に
記
し
置
、
荷
物
出
候
ハ
・

混
雑
不
致
様
差
図

い
た

し
可
申
候
、
人
足
任
せ
二
い
た
し
候
ヘ
ハ
勝
手
次
第
人
足
共

荷
物
斗
付
行
候
様
二
而
差
支
候
も
の
二
候
」
と
、
人
足
た
ち
に
任
せ
て
い
た
の
で
は

「
御

用
」
に
差
し
障
り
が
あ
る
の
で
、
郡
中
惣
代
が
御
用
人
馬
の
差
配
を
す
る
よ
う

指
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
検
分
役
人
へ
の
馳
走
内
容
に
つ
い
て
は
郡
中
惣
代
か
ら

「
村
々
江
口
達
二
お
よ
ひ
く
れ
申
へ
く
」
よ
う
指
示
し
、
そ
の
内
容
が
郡
中
惣
代
か
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ら
村
々
へ
通
達
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
幕
府
巡
見
触
を
通
達

し
た
代
官
所
に
対
し
て
、
郡
中
惣
代
は
「
大
切
之
御
用
筋
二
候
間
郡
中
村
々
此
節
寄

合
万
端
能
々
申
合
」
せ
対
処
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
同
じ
く
天
保
二
年
と
推
測
さ

れ

る
銭
相
場
に
関
す
る
触
の
請
書
で
も
、
「
公
儀
御
為
者
勿
論
、
郡
益
融
通
差
支
不

申
様
心
掛
」
け
、
銭
を
他
国
に
持
ち
出
し
て
い
る
者
へ
は
郡
中
惣
代
が
そ
の
禁
止
を

申
し
渡
す
旨
の
請
書
を
代
官
所
に
提
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
質
素
倹
約
を
命
じ
る
代

官
所
の
触
を
請
け
て
、
郡
中
惣
代
が
自
主
的
に
具
体
的
な
対
策
を
相
談
し
、
そ
れ
を

組
合
村
に
通
達

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
代
官
所
役
人
や
幕
府
の
巡
見
、
あ
る
い
は

貨
幣
の
流
通
、
質
素
倹
約
と
い
っ
た
大
森
代
官
所
幕
領
全
体
に
関
わ
る
広
域
的
な

「
御

用
」
に
つ
い
て
は
「
郡
中
」
を
単
位
に
、
そ
の
実
務
は
郡
中
惣
代
が
担
う
こ
と

に

よ
っ
て
実
現
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
郡
中
惣
代
と
同
じ
く
組
ご
と
の
惣
代
庄
屋
も
①
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
大
森

代
官
所
の
触
は
組
合
村
ご
と
に
廻
達
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
と
き
惣
代

庄
屋
が
代
官
所
の

命
令
に

よ
っ
て
各
村
へ
触
を
伝
達
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え

ば

文
政
十

（
一
八
二

七
）
年
七
月
、
質
素
倹
約
・
博
突
禁
止
な
ど
を
徹
底
す
る
た
め

代
官
所
か
ら
「
心
得
違
之
も
の
無
之
様
可
取
斗
旨
惣
代
之
も
の
β
厳
敷
可
申
達
様
被

仰
渡
」
た
波
積
組
惣
代
庄
屋
は
組
合
村
全
村
へ
触
を
周
知
徹
底
す
る
よ
う
通
達
し
て

い

る
。
さ
ら
に
組
合
村
は
触
を
請
け
る
単
位
で
あ
り
、
代
官
所
触
の
徹
底
の
た
め
機

能
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
天
明
八
（
一
七
八
八
）

年
米
穀
〆
売
、
博
変
取
締
を
命
じ
る
触
に
対
し
て
波
積
組
の
各
村
役
人
連
名
の
う
え

代
官
所
に
「
被
仰
渡
御
請
書
」
を
差
出
し
、
触
の
遵
守
を
誓
約
し
て
い
る
。
ま
た
同

年
に
は
質
素
倹
約
を
命
じ
る
代
官
所
の
触
を
請
け
て
、
村
役
人
か
ら
小
百
姓
に
い
た

る
ま
で
の
服
装
な
ど
に
つ
い
て
波
積
組
の
具
体
的
対
策
を
惣
代
が
具
申
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
森
代
官
所
の
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
も
代
官
所
の
「
御
用
」
を
担

い
、
彼
ら
が
い
な
け
れ
ば
代
官
所
支
配
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
。

　
②
の
郡
中
入
用
の
立
会
・
監
査
に
も
郡
中
惣
代
が
関
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
の
郡
中

入

用
の
内
容
を
み
て
お
き
た
い
。
郡
中
入
用
に
つ
い
て
も
久
留
島
の
詳
細
な
仕
事
が

　
（
1
5
）

あ
る
が
、
久
留
島
は
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
郡
中
入
用
に
代
官
所
付
属
施
設
、
備
品

や
そ
の
管
理
・
維
持
な
ど
代
官
所
「
御
用
」
に
関
わ
る
経
費
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、

代
官
所
役
人
た
ち
が
「
御
用
」
で
廻
村
す
る
際
の
人
馬
賃
銭
・
休
泊
代
金
が
含
ま
れ

て

い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
郡
中
」
が
「
御
用
」
を
請
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
波
積
組
吉
浦
村
与
一
郎
の
上
申
に
対
し
て
代
官
所

が

申
渡
し
た
「
石
見
国
郡
中
入
用
井
取
斗
定
書
」
か
ら
同
代
官
所
郡
中
入
用
の
内
容

が
知
れ

る
が
、
そ
こ
か
ら
代
官
所
の
修
復
費
用
の
他
に
御
用
箪
笥
、
天
秤
台
、
分
銅
、

斗
升

な
ど
代
官
所
が
実
際
に
支
配
を
遂
行
す
る
う
え
で
必
要
な
備
品
の
調
達
・
修
復

が
郡
中
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
代
官
所
役
人
た
ち
の
「
御
用
」
勤
め
に
対

す

る
人
足
賃
や
馬
継
ぎ
場
の
駕
籠
な
ど
が
郡
中
入
用
に
よ
っ
て
負
担
・
維
持
さ
れ
て

い

た

こ
と
が
わ
か
る
。
大
森
代
官
所
の
「
郡
中
」
も
や
は
り
他
の
幕
領
同
様
「
御
用
」

を

請
け
て

い
た

の

で
あ
る
。

　
③
は
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
の
惣
代
機
能
で
あ
り
、
久
留
島
は
「
御
用
」
機
能
を

勤
め

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
惣
代
機
能
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
評
価

　
　
　
（
1
6
）

し
て
い
る
。
こ
と
は
大
森
代
官
所
の
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
に
も
あ
て
は
ま
る
。
波

積
組
の
惣
代
庄
屋
と
組
の
運
営
を
み
て
み
よ
う
。

　
惣
代
庄
屋
は
組
合
村
内
の
庄
屋
が
一
年
交
代
で
勤
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
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あ
る
が
、
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
の
波
積
組
を
例
に
と
る
と
、
史
料
上
「
惣
代
」

の

肩
書
き
を
付
さ
れ
て
い
る
の
は
波
積
南
村
庄
屋
八
右
衛
門
と
井
田
村
庄
屋
六
郎
兵

衛
で
あ
り
、
こ
の
二
名
が
同
年
の
波
積
組
惣
代
庄
屋
と
し
て
組
運
営
の
中
心
的
役
割

を

果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
世
襲
で
は
な
い
が
、
当
該
期
に
は
こ
の
両

名
が
数
年
に
わ
た
っ
て
波
積
組
の
惣
代
庄
屋
の
地
位
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
組
合
村
入
用
割
賦
を
通
達
す
る
廻
状
や
貯
穀
出
穀
許
可
の
廻
状
で
は
両
名
以
外
の

庄
屋
が
連

名
、
通
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
名
の
惣
代
庄
屋
だ
け
で
は
な
く
、
他

村
の
庄
屋
が
惣
代
庄
屋
の
役
目
を
代
行
、
補
完
、
あ
る
い
は
監
視
し
な
が
ら
組
合
村

が

運
営

さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
組
合
村
が
惣
代
庄
屋
だ
け
で
な

く
、
各
村
庄
屋
に
よ
る
集
団
運
営
で
あ
っ
た
こ
と
は
文
政
十
三
年
十
月
四
日
付
惣
代

庄
屋
廻
状
で

「
於
大
森
得
与
御
相

談
申
上
度
」
と
組
合
村
内
全
庄
屋
の
寄
合
が
開
催

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
翌
天
保
二
年
八
月
十
五
日
付
廻
状
で
は
年
貢
増
免
に
つ
い
て

コ
村
限
り
役
人
中
井
二
重
立
候
御
衆
中
L
に
よ
る
寄
合
が
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と

か

ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
他
の
幕
領
同
様
惣
代
庄
屋
に
は
何
ら
身
分
上
の
特
権

や
経
済
的
利
益
も
認
め
ら
れ
な
い
。
組
合
村
は
決
し
て
惣
代
庄
屋
だ
け
で
運
営
さ
れ

て

い
た
の

で
は

な
く
、
組
合
各
村
の
庄
屋
全
体
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
が
維
持
さ
れ
て

い
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
を
中
心
に
大
森
代
官
所
の

中
間
支
配
機
構
を
概
観
し
た
。
大
森
代
官
所
で
も
中
間
支
配
機
構
と
し
て
郡
中
惣
代
、

惣
代
庄
屋
が
「
御
用
」
を
担
い
、
郡
中
、
組
合
村
が
「
御
用
」
に
関
わ
る
実
務
・
経

費
を
負
担
す
る
と
い
う
、
一
般
的
な
幕
領
の
支
配
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
知
れ

よ
う
。
こ
う
し
た
一
般
的
形
態
を
と
る
大
森
代
官
所
幕
領
支
配
に
金
銭
で
「
御
用
」

を
請
負
う
郷
宿
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　
郷
宿
の
成
立
と
…
機
能

O
　
郷
宿
の
起
源
と
中
間
支
配
機
構
へ
の
組
み
込
み

　
幕
領
で
は
十
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
在
地
社
会
と
密
接
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
い

わ
ゆ

る
土
豪
型
代
官
が
罷
免
さ
れ
、
官
僚
型
代
官
が
就
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

十
八
世
紀
初
頭
に
は
大
庄
屋
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
組
合
村
の
始
原
は
わ
か
ら
な
い

が
、
そ
れ
が
大
庄
屋
と
は
違
う
支
配
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ

う
し
た
一
連
の
幕
領
支
配
機
構
改
革
は
兵
農
分
離
の
徹
底
に
ひ
と
つ
の
目
的
が
あ
り
、

そ

の

改
革
の
う
え
に
、
武
士
に
よ
る
積
極
的
な
「
御
用
」
が
展
開
し
て
い
っ
た
。

「
御
用
」
請
負
人
が
史
料
上
多
く
確
認
で
き
、
そ
の
活
躍
が
知
れ
る
の
は
こ
の
時
期

か

ら
で
あ
り
、
幕
領
に
お
け
る
「
御
用
」
請
負
人
の
登
場
は
こ
う
し
た
支
配
機
構
改

革
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
市
場
経
済
の
発
展
に

伴

う
「
御
用
」
の
広
範
な
展
開
に
よ
っ
て
、
「
御
用
」
請
負
人
の
重
要
性
は
増
す
ご

　
　
　
（
1
8
）

と
に
な
っ
た
。

　
十
八
世
紀
中
ご
ろ
以
降
の
大
森
代
官
所
で
は
組
合
村
ご
と
に
一
軒
の
定
め
ら
れ
た

郷
宿
が
お
か
れ
、
「
御
用
」
を
勤
め
て
い
た
。
代
官
所
と
村
双
方
が
郷
宿
を
活
用
し
、

ど
ち
ら
に
主
導
権
が
あ
る
に
せ
よ
、
選
定
か
ら
承
認
と
い
う
手
続
き
を
経
て
郷
宿
が

決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
時
期
郷
宿
は
紛
れ
も
な
く
中
間
支
配
機
構
に

組
み
込

ま
れ
て
い
た
。
こ
の
郷
宿
の
起
源
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
宝

暦
三

（
一
七
五

三
）
年
の
「
石
見
国
郡
中
入
用
井
取
斗
定
書
」
を
手
が
か
り
に
郷
宿
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の

起
源
を

考
え
て
み
よ
う
。

　
　
一
郷
宿
井
賄
代
等
之
事

　
　
　
　
　
　

波
積
組

　
　
　
　
　
　

大
家
組

　
　
　
　
　
　

久
利
組
　
津
茂
五

ケ
所

　
　
　
　
　
　

佐
摩
組

　
　
　
　
　
　

九

日
市
組

　
　
　
　
　
　

大

田
組

　
　
一
賄
代
一
日
限
壱
匁
三
分
宛

一
差
紙
・
廻
状
持
出
賃

　
　
　
　

道
法
壱
里

　
　
　
　

同
　
弐
里

　
　
　
　

同
　
三
里

　
　
　
　

同
　
四
里

　
　
　
　

同
　
五
里

　
　
　
　

同
五
里
以
上
一
日

石
州
大
森
町
郷
宿

　
同

　
同

　
同

　
同

　
同

但
一
飯
右
之
割
合
を
以
可
請
取
、

　
共
増
不
可
取
、
筆
・
墨
・
紙
・
夜
具
・
木

　
履
・
傘
之
類
可
出
候

銀
五
分

銀
九
分

同
壱
匁
三
分

同
壱
匁
六
分

同
壱
匁
九
分

弐
匁
宛

甚
右
衛
門

元
五
郎

清
六

嘉
平
太

藤
三
郎

組
中
手
賄

　
　
節
季
払
候

一
津
茂
五
ケ

所
江

飛
脚
賃
郡
中
一
統
之
御
用
二
候
ハ
・
郡
中
割
、
村
方
斗
之
御

用
二
候
ハ
・
其
村
可
為
入
用
事

一
飛
脚
賃
・
廻
状
持
出
賃
、
村
々
江
割
合
候
節
者
帳
面
仕
立
差
出
、
改
を
請
、

御
役
所
押
切
印
取
之
可
割
合
事

　
　
一
郷
宿
修
復
其
外
心
付
之
儀
、
村
方
江
申
達
間
敷
事

　
　
一
郷
宿
共
右
之
趣
堅
相
守
、
仲
間
之
者
者
不
申
及
、
其
外
宿
い
た
し
候
も
の
と

　
　

も
賄
代
定
之
外
請
取
候
欺
、
不
宜
儀
有
之
候
ハ
・
不
隠
置
可
申
出
、
聞
逢
致

　
　

間
敷
事

　
　
一
百
姓
費
二
成
候
儀
無
之
様
心
添
大
切
二
可
勤
、
惣
而
諸
帳
面
郷
宿
二
而
差
略

　
　
　
い
た
し
認
来
候
分
以
来
可
相
止
候
、
村
方
之
勝
手
二
成
候
二
付
帳
面
書
物
認

　
　

候

と
も
相
違
之
儀
無
之
様
相
糺
可
差
出
事

　
　
一
定
を
背
候
ハ
・
勿
論
、
取
斗
不
宜
候
得
者
、
郷
宿
取
放
、
吟
味
之
上
越
度
可

　
　

申
付
候
、
定
之
外
当
日
宿
之
分
不
宜
儀
有
之
候
ハ
・
宿
致
候
儀
可
差
留
事

　
　
一
末
々
之
小
百
姓
願
訴
訟
御
役
所
遠
方
之
分
難
儀
二
候
故
、
在
々
二
御
役
所
願

　
　
　
候
得
共
難
成
候
二
付
、
村
役
人
江
対
候
願
筋
二
候
ハ
・
大
森
御
役
所
江
直
持

　
　
　
参
可
申
、
尤
当
日
二
片
付
候
、
申
朝
よ
り
可
罷
出
、
村
役
人
加
印
二
不
及
宿

　
　
　
差
添
可
出
候
、
其
余
願
之
儀
者
村
役
人
江
可
申
出
、
尤
村
役
人
不
致
差
略
請

　
　
　
取
、
御
用
序
二
差
出
、
願
人
入
用
不
懸
様
可
致
事

　
大
森
代
官
所
地
方
支
配
の
基
本
が
示
さ
れ
た
「
石
見
国
郡
中
入
用
井
取
斗
定
書
」

に
請
印
し
た
の
は
、
大
森
町
の
年
寄
、
目
代
、
銀
山
町
の
役
人
、
郡
中
の
村
役
人
、

御
定
郷
宿
、
町
宿
な
ど
で
あ
っ
た
。
町
年
寄
、
目
代
、
村
役
人
と
と
も
に
郷
宿
も
請

印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宝
暦
三
年
に
は
郷
宿
が
代
官
所
地
方
支
配
を
担
う
ひ
と
り

と
し
て
、
公
的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
後
年
の
史

料
に
お

い
て

宝
暦
年
中
に
「
郷
宿
之
義
者
六
組
六
軒
二
相
定
」
っ
た
こ
と
を
組
合
村

が
主
張

し
て
い
る
こ
と
、
波
積
組
が
同
組
の
御
定
郷
宿
は
宝
暦
年
中
の
泉
屋
甚
右
衛

門
が
始
ま
り
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
郷
宿
も
「
大
森
町
郷
宿
職
之
儀
、
宝
暦

46



「御用」請負人と近世社会

年
中
天
野
助
次
郎
様
御
支
配
中
、
関
東
表
御
伺
之
上
、
郡
中
六
組
六
軒
御
定
被
仰

付
L
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
宝
暦
三
年
が
大
森
代
官
所
の
郷
宿
に
と
っ
て
、

ひ

と
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
取
斗
定
書
」
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
定
書
に
よ
る
と
、
「
惣
而
諸
帳
面

郷
宿
二
而
差
略
い
た
し
認
来
候
分
以
来
可
相
止
候
、
村
方
之
勝
手
二
成
候
二
付
帳
面

書
物
認
候

と
も
相
違
之
儀
無
之
様
相
糺
可
差
出
事
」
と
、
宝
暦
三
年
以
前
か
ら
郷
宿

が
帳
面
の

管

理
・
作
成
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
全
体
の

記
述

内
容
を
み
る
と
、
宝
暦
三
年
以
前
か
ら
郷
宿
は
差
紙
・
触
の
伝
達
を
は
じ
め

「
御
用
」
の
宿
と
し
て
大
森
代
官
所
へ
出
向
い
て
き
た
農
民
の
宿
泊
所
な
ど
の
仕
事
に

携
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
少
な
く
と
も
宝
暦
三
年
に

は
郷
宿
は

同
業
者
と
し
て
仲
間
を
結
成
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
郷
宿
は
株
化

し
、
後
述
す
る
「
手
賄
い
」
の
よ
う
に
、
組
合
村
が
郷
宿
株
を
所
有
し
、
実
際
に
仕

事
に
携
わ
る
者
を
雇
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
仲
間
之

老
者
不
申
及
、
其
外
宿
い
た
し
候
も
の
と
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郷
宿
の
伸
間
以
外

に

「
御
用
」
に
関
わ
っ
て
い
た
者
が
い
た
。
「
取
斗
定
書
」
に
請
印
し
て
い
る
町
宿
が

こ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
で
、
賄
い
代
の
規
定
は
こ
の
町
宿
に
も
及
ん
で
い
る
。
郷
宿

と
町
宿
の
相
違
点
は
わ
か
ら
な
い
が
、
町
宿
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
御
用
」
に
関

わ
っ

て

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ど
う
や
ら
宝
暦
三
年
以
前
か
ら
大
森
代
官
所
で
は
「
御
用
」
に
関
わ
る
郷
宿
、
町

　
　
　
　
　
（
1
9
）

宿
が

い

た

ら
し
い
。
し
か
し
後
年
の
組
合
村
、
郷
宿
双
方
の
主
張
か
ら
考
え
て
、
一

組
合
村
に
対

し
て
一
軒
の
定
め
ら
れ
た
郷
宿
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
宝

暦
三
年
か
ら
と
考
え
て
お
き
た
い
。
組
合
村
と
郷
宿
が
交
わ
す
勤
め
向
に
関
す
る
議

定
書
で
は
「
他
国
他
領
之
旅
宿
不
相
成
事
」
と
、
郷
宿
が
他
領
者
の
「
御
用
」
に
関

わ
っ

た

り
、
他
領
者
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
宝
暦
三
年
以
前
の
状

況
は
わ
か

ら
な
い
が
、
こ
の
年
を
契
機
に
郷
宿
が
ひ
と
つ
の
組
合
村
の
「
御
用
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

独
占
的
に
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
そ

し
て
組
合
村
は
後
年
、
宝
暦
年
中
に
「
郷
宿
之
義
ハ
村
々
存
寄
次
第
二
可
為
致

旨
御
代
官
様
石
被
仰
渡
」
て
お
り
、
郷
宿
の
罷
免
権
は
村
側
に
あ
る
こ
と
を
再
三
主

張
す

る
が
、
そ
の
根
拠
は
「
定
を
背
候
ハ
・
」
云
々
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
条
項

は
吟
味
の

う
え
、
最
終
的
な
罷
免
の
決
定
を
く
だ
す
の
は
代
官
所
の
よ
う
に
も
読
め

る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
代
官
所
の
一
方
的
な
選
定
・
罷
免
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

宝
暦
三
年
は
村
に
選
定
・
罷
免
権
が
あ
る
よ
う
な
組
合
村
と
郷
宿
の
関
係
が
成
立
し

た

と
い
う
点
で
も
画
期
で
あ
っ
た
。

　
不
明
な
点
は
多
い
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
扱
う
一
組
合
村
に
一
郷
宿
と
い
う
関

係
が
成
立
し
、
郷
宿
が
中
間
支
配
機
構
の
担
い
手
と
し
て
公
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た

の

は
宝
暦
三
年
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
村
に
選
定
・
罷
免

権
が
あ
る
、
村
主
導
の
両
者
の
関
係
の
成
立
で
も
あ
っ
た
。

⇔
　
郷
宿
の

機
能

　
で
は

中
間
支
配
機
構
の
担
い
手
と
し
て
、
郷
宿
は
ど
う
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い

た
の

で
あ
ろ
う
。
郷
宿
は
就
任
に
あ
た
っ
て
組
合
村
と
勤
め
内
容
に
関
す
る
議
定
書

を

交
わ
し
た
が
、
こ
れ
を
素
材
に
郷
宿
の
機
能
を
み
て
い
き
た
い
。
次
に
掲
げ
る
史

料
は
前
者
が
文
政
元

（
一
八
一
八
）
年
八
月
に
郷
宿
原
屋
条
平
と
波
積
組
、
後
者
が

天
保
十
四

（
一
八
四

三
）
年
二
月
に
郷
宿
泉
屋
万
四
郎
と
波
積
組
の
間
で
交
わ
さ
れ
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た
議
定
書
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

相
渡
申
一
札
之
事

波
積
組
郷
宿
之
儀
、
村
々
御
熟
談
之
上
当
十
二
月
β
来
已
十
二
月
迄
三
力
年
之

間
私
引
請
申
度
二
付
、
諸
事
約
束
候
趣
、
左
之
通
二
御
座
候

一
両
御
役
所
御
用
向
井
御
廻
状
持
出
等
之
儀
、
柳
無
如
才
相
勤
取
斗
可
申
事

一
賄
代
、
飛
脚
賃
之
儀
者
従
来
泉
屋
勘
左
衛
門
方
二
而
取
斗
来
候
通
受
取
可
申

　
事

一
少
々
之
儀
二
而
茂
村
方
御
為
二
可
相
成
候
者
及
心
丈
出
情
取
斗
可
申
事

一
公
事

出
入
等
之
儀
者
別
而
実
益
ヲ
以
取
斗
、
柳
依
枯
贔
屓
之
取
斗
決
而
不
仕

　
候
事

一
御
役
所
向
不
鍛
練
之
御
衆
中
御
出
勤
之
節
者
何
角
心
ヲ
そ
へ
、
村
方
御
無
念

　
無
之
様
取
斗
可
申
事

　
　
但
若
御
衆
中
夜
分
遊
興
等
二
而
町
方
へ
御
出
被
成
之
儀
堅
制
之
可
申
上
候

　
　
　
儀
、
別
段
被
仰
聞
承
知
仕
候

一
傘
・
下
駄
・
筆
・
墨
・
紙
等
之
儀
、
是
又
泉
屋
勘
左
衛
門
方
二
而
年
来
仕
来

　
之
通
差

出
可
申
事
．

一
御
年
貢
其
外
銀
納
二
而
刎
銀
・
欠
銀
等
有
之
候
節
、
持
合
候
者
取
替
相
済
、

　
勿
論
内
証
小
遣
等
差
支
有
之
候
共
取
か
へ
申
間
敷
事

一
組

別
二
可
相
成
諸
奉
加
無
心
銀
等
惣
代
衆
中
へ
無
相
談
而
ハ
引
受
申
間
敷
事

一
他

国
他
領
之
旅
宿
不
相
成
事

右
之
通
相
守
、
三
力
年
之
間
大
切
二
相
勤
可
申
候
、
尤
格
別
不
将
之
儀
出
来
候

者
年
季
中
た
り
共
相
止
可
申
候
、
勿
論
年
季
明
巳
十
一
月
中
二
者
無
相
違
相
戻

可
申
候
、
為
後
日
正
人
以
加
判
郷
宿
引
受
証
文
相
渡
申
処
如
件

文
政
元
戊
寅
八
月

波
積
組
惣
代

　
同

　
同

　
　
　
郷
宿
引
受
人
　
　
大
森
町
原
屋
条
平

　
　
　
証
人
同
町
　
　
　
嘉
庭
屋
兼
右
衛
門

福
光
下
村
庄
屋
辰
右
衛
門
殿

井

田
村
庄
屋
六
右
衛
門
殿

太

田
村
庄
屋
庄
十
郎
殿

　
　
　

相
渡
申
郷
宿
掛
り
請
議
定
一
札
之
事

　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

一
波
積
組
郷
宿
株
壱
力
年
引
請

　
　

掛
銀
壱
貫

目
也
　
但
三
拾
ニ
カ
村
不
洩
御
止
宿
被
下
候
儀
定
二
御
座
候

　

是
ハ
毎
年
十
二
月
十
日
限
り
組
元
波
積
組
本
郷
金
八
郎
殿
江
相
渡
可
申
候
、

　

若

日
限
渡
方
相
滞
候
ハ
・
、
受
相
人
温
泉
津
村
七
郎
兵
衛
β
急
度
弁
銀
可

　

仕
事

右
掛
銀
を

以
卯
辰
両
年
之
間
丁
寧
二
御
宿
可
仕
候
、
万
一
年
季
之
内
た
り
共

不
将
之
取
斗
有
之
候
ハ
・
村
々
御
差
図
次
第
御
宿
株
相
返
し
、
名
前
相
止
可

申
事

一
名
前
人
万
四
郎
若
年
二
付
新
三
郎
後
見
仕
、
本
人
同
様
取
斗
可
申
事

一
御

用
御
差
紙
御
廻
状
御
下
渡
御
座
候
ハ
・
、
即
刻
村
々
へ
為
持
可
申
、
尤
御

用
様
子
聞
合
、
内
々
御
為
知
可
申
事

　

但
飛
脚

賃
之
儀
者
従
来
定
之
通
受
取
之
、
増
賃
決
而
為
取
申
間
敷
、
且
飛

　
　

脚
共

村
々
へ
遣
候
節
丁
寧
二
仕
候
様
申
聞
差
出
可
申
事
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一
居
家
雪
隠
そ
ま
つ
二
申
儀
各
様
方
御
不
都
合
之
儀
御
座
候
ハ
・
、
如
何
様
と

　
も
御
差
図
次
第
修
復
可
仕
事

一
村
々
御
為
二
相
成
候
儀
者
少
分
之
儀
二
而
も
心
之
及
丈
出
精
可
仕
候
、
且
御

　
不
為
筋
可
相
成
儀
心
付
候
ハ
・
、
是
又
無
油
断
心
添
可
仕
事

一
公
事
出
入
出
来
候
節
者
訴
訟
方
之
趣
意
承
合
、
品
二
寄
相
手
方
相
掛
、
実
意

を

以
取
扱
可
申
候
、
其
上
不
相
済
御
訴
訟
相
成
候
共
、
依
枯
贔
屓
之
取
斗
決

而
仕
間
敷
事

一
駆
込
御
訴
訟
有

之
、
御
引
渡
相
成
候
ハ
・
、
精
々
異
見
を
加
、
村
方
へ
相
返

し
可
申
事

一
御
用
筋
不
弁
之
御
衆
中
御
出
勤
相
成
候
節
者
格
別
心
ヲ
添
、
村
方
御
不
念
無

之
様
取
斗
可
申
事

　

但
若
御
衆
中
御
出
勤
候
節
、
夜
分
遊
興
二
而
町
方
へ
御
出
之
儀
者
無
用
捨

　
　

御
異
見
可
仕
事

一
御
年
貢
銀
其
外
御
上
納
之
節
刎
金
銀
有
之
、
持
合
無
之
候
ハ
・
取
替
相
渡
可

申
候
、
尤
内
証
明
小
遣
等
者
少
分
之
儀
二
而
も
取
か
へ
申
間
敷
事

一
定
例
諸
奉
加
物
之
儀
者

私
方
二
而
取
替
申
間
敷
事

　

但
臨
時
奉
加
物
之
儀
者

村
々
へ
無
御
相
談
引
受
申
間
敷
事

一
硯
・
筆
・
墨
・
紙
・
傘
・
木
履
等
者
御
入
用
次
第
差
出
可
申
事

　

但
定
儀
・
木
履
・
雪
駄
・
は
し
箱
等
紛
失
無
之
様
可
仕
事

一
他
組
御
惣
代
中
、
其
外
往
人
御
出
候
共
、
ま
き
物
等
取
替
せ
、
御
帰
り
之
節

差
出
可
申
事

一
江
戸
御
役
人
様
御
宿
、
其
外
御
役
所
β
御
差
図
有
之
分
者
格
別
、
他
国
他
領

　

宿
又
者
他
組
β
変
宿
有
之
候
様
之
儀
、
組
村
々
へ
無
断
引
受
申
間
敷
事

一
万
四

郎
・
新
三
郎
御
宿
引
請
中
何
様
之
不
玲
出
来
候
共
、
身
元
受
相
人
温
泉

　
津
村
七
郎
兵
衛

β
急
度
相
訳
立
可
申
、
金
銀
引
負
等
仕
候
ハ
・
同
様
弁
銀
可

　

仕
事

一
組
惣
代
等
御
勤
被
成
候
衆
中
斗
へ
対
し
媚
縮
ケ
間
敷
儀
決
而
仕
間
敷
事

一
願
書

届
書
等
私
方
二
而
相
認
候
分
、
別
段
筆
耕
料
受
取
申
間
敷
事

　
　
但
公
事

出
入
等
二
而
格
別
入
組
候
願
書
等
相
認
候
分
者
、
其
時
宜
二
御
取

　
　
　

斗
御
下
渡
事

一
家
内
之
も
の
ハ
不
申
及
、
下
代
・
下
女
・
召
仕
等
二
至
迄
、
何
事
二
不
依
、

　
丁
寧
二
取
斗
候
様
、
兼
而
申
付
可
置
事

　
　
但
御
一
同
様
御
心
二
不
叶
男
女
差
置
申
間
敷
事

一
万
四

郎
・
新
三
郎
自
分
御
用
向
二
而
他
所
へ
罷
出
候
ハ
・
、
其
時
二
郷
宿
御

　
話
合
御
衆

中
へ
相
計
他
出
可
仕
候
、
勿
論
町
内
二
而
も
御
用
之
外
罷
出
候
儀

　

老
昼
夜
と
も
右
同
様
相
断
可
申
事

一
年
始
皆
済
御
祝
物
者

勿

論
、
公
事
出
入
事
済
二
相
成
候
共
御
肴
料
等
御
下
候

　
共
、
定
例
可
貰
筈
之
様
之
心
得
決
而
仕
間
敷
事

一
御

用
二
付
村
々
β
御
出
森
被
成
、
書
付
等
相
認
又
者
御
役
所
へ
同
道
二
而
罷

　
出
候
様
之
儀
有
之
節
、
外
用
二
殊
寄
隙
取
候
而
、
不
益
之
逗
留
被
成
候
様
之

　
儀
決
而
仕
間
敷
事

右
之
趣
逸
々
堅
相
守
、
卯
辰
両
年
大
切
御
宿
可
仕
候
、
若
相
背
候
廉
御
座
候
ハ

・
御
差
図
次
第
急
度
相
改
可
申
候
、
左
候
而
年
季
明
キ
辰
十
一
月
十
日
限
り
郷

宿
株
無
相
違
相
返

し
可
申
候
、
後
日
為
念
請
相
人
・
証
人
相
立
、
郷
宿
掛
受
儀
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定
書
相
渡
申
所
依
而
如
件

　
　
天
保
十
四
年
卯
年
二
月

波
積
組
村
々

　
御
役
人
中
・
惣
百
姓
中

郷
宿
引
受
名
前
人

　
大
森
町

同
後
見

　
同
　
町

身
元
受
取
人

　
温
泉
津
村

証
　
　
人

　
大
森
町

泉
屋
万
四
郎

同
店
新
三
郎

印印

益

田
屋
七
郎
兵
衛
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泉
屋
潤
右
衛
門
　
　
印

　

こ
の
ふ
た
つ
の
史
料
か
ら
郷
宿
の
機
能
を
次
の
①
～
⑥
に
整
理
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の

機
能

に
つ
い
て

事
例
を

あ
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
①
触
・
廻
状
・
差
紙
の
通
達
が
あ
げ
ら
れ
る
（
文
政
の
一
条
ー
以
下
、
文
－

一
と
表
記
す
る
、
天
保
の
三
条
－
以
下
、
天
－
三
と
表
記
す
る
）
。
両
御
役
所
と
あ

る
の
は
大
森
代
官
所
の
地
方
役
所
と
銀
山
方
役
所
の
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
触
・
廻

状
・
差
紙
は
郷
宿
か
ら
組
合
村
へ
伝
達
さ
れ
、
そ
の
飛
脚
賃
が
距
離
数
に
応
じ
て
、

組
合
村
か
ら
郷
宿
へ
支
払
わ
れ
た
。

　
次
に
②
代

官
所
の
行
う
各
種
調
査
へ
の
関
与
が
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
文
政

年
間
代
官
所
が
寺
社
へ
の
奉
加
金
上
納
を
命
じ
た
と
き
、
そ
の
徹
底
の
た
め
代
官
所

は
郷
宿
を

使
っ
て
各
村
の
意
向
を
調
査
し
て
い
る
。
天
保
年
間
の
脱
農
者
調
査
で
も

郷
宿
が
使
わ
れ
て

い

る
し
、
宗
門
帳
の
雛
型
が
郷
宿
か
ら
各
村
へ
渡
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
機
能
も
「
両
御
役
所
御
用
向
」
（
文
ー
一
）
の
ひ
と
つ
で
あ

ろ
う
。

　
③
情
報
の
通
達
は
組
合
村
に
と
っ
て
郷
宿
の
大
切
な
機
能
で
あ
る
。
「
御
用
様
子

聞
合
内
々
御
為
知
可
申
事
」
（
天
－
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
実
は
こ
の
郷
宿
の
情
報

通
達
機
能
に

よ
っ
て
円
滑
な
代
官
所
支
配
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ

も
一
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
天

保
二
（
一
八
三
一
）
年
代
官
所
は
荒
地
の
検
分
を
計
画
し
た
。
い
き
な
り
代
官

所
が
通
達
す
れ
ぽ

混
乱
を

招

く
た
め
、
代
官
所
は
ま
ず
検
分
の
実
施
を
惣
代
庄
屋
へ

通
達
、
惣
代
庄
屋
か
ら
組
合
村
各
村
へ
連
絡
す
る
よ
う
申
渡
す
。
そ
し
て
そ
の
通
達

を

待
っ
て
、
次
に
代
官
所
か
ら
直
接
通
達
す
る
と
い
う
よ
う
に
慎
重
な
対
応
を
し
た
。

公
式
に
検
分
の
実
施
を
村
々
へ
通
達
し
た
の
は
惣
代
庄
屋
と
代
官
所
で
あ
る
が
、
実

は
公
式

な
通
達
が
あ
る
前
に
、
検
分
の
実
施
を
知
っ
た
郷
宿
は
村
々
へ
そ
の
情
報
を

流

し
て
い
た
。
惣
代
庄
屋
と
代
官
所
か
ら
通
達
が
あ
っ
た
と
き
に
は
村
々
は
承
知
済

み

で

あ
っ
た
し
、
惣
代
庄
屋
も
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
と
り
あ
え
ず
代
官
所
の
命
に

従
い
、
公
式
に
実
施
を
通
達
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
代
官
所
支
配
は
代
官
所
↓
村
と
い
う
公
式
な
通
達
回
路
と
は
別
に
、
郷
宿
↓
村
と

い

う
情
報
通
達
回
路
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円
滑
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
郷
宿
か

ら
事
前
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
は
的
確
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
④
書
類
の
作
成
も
郷
宿
の
基
本
的
な
機
能
で
あ
る
（
天
ー
一
六
）
。
郷
宿
に
は
筆
・

墨
．
紙
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
自
力
で
書
け
る
者
は
そ
れ
を
利
用
し
、
書
け
な
い
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
郷
宿

に
代
書

し
て
も
ら
っ
た
。

　
⑤
公
事
訴
訟
の
取
曖
い
も
郷
宿
が
行
う
こ
と
が
あ
る
（
文
ー
三
、
天
ー
六
）
。
近

世
社
会
で
は
内
済
と
い
う
訴
訟
の
解
決
方
法
が
あ
っ
た
が
、
内
済
は
近
世
村
落
が
紛

争
の
解
決
能
力
を
備
え
て
い
た
と
い
う
点
で
村
の
自
治
能
力
の
証
左
で
あ
る
。
内
済
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に
は
ふ

つ
う
近
隣
の
村
役
人
や
寺
院
が
仲
裁
に
あ
た
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
こ

に
郷
宿
の
よ
う
な
専
門
能
力
を
見
込
ま
れ
、
金
銭
で
「
御
用
」
を
請
負
っ
て
い
る
よ

う
な
人
々
が
仲
裁
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
村
落
自
治
の
変
容
を
考

え

る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。

　
⑥
郷
宿
は
年
貢
銀
等
金

銭
の
立
替
え
を
行
っ
た
（
文
－
七
、
天
ー
九
）
。
三
章
で

検
討
す

る
が
、
「
御
用
」
で
郷
宿
に
滞
在
中
、
利
用
者
は
飲
食
費
・
雑
費
な
ど
郷
宿

に
立
替
え

て

も
ら
っ
て
お
り
、
こ
の
郷
宿
の
立
替
え
機
能
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
々

は
金
銭
を

持
ち

歩

く
必
要
が
な
か
っ
た
。
一
方
郷
宿
は
金
銭
の
立
替
能
力
を
備

え
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
①
～
⑤
の
機
能
を
果
た
せ
る
と
い
う
専
門
能
力
だ
け
で
は

郷
宿
業
を

営
め
な

か
っ

た
。
郷
宿
の
な
か
に
は
金
融
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、
頼
母

子
講
の

講
元
に

な
っ
た
り
、
貸
金
業
を
営
む
者
も
い
た
。
そ
し
て
こ
の
郷
宿
の
金
融

活
動
が
郷
宿
と
農
民
の
間
で
個
人
的
な
利
害
関
係
を
生
む
こ
と
に
な
り
、
郷
宿
か
ら

借
銀

し
て
い
る
者
が
郷
宿
の
罷
免
に
際
し
て
組
合
村
と
同
一
歩
調
を
と
れ
な
い
こ
と

も
あ
っ
た
。
①
～
⑤
と
い
う
「
御
用
」
の
専
門
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
一
方
、
そ

れ
だ
け

に
純
化

さ
れ
ず
、
金
融
活
動
を
あ
わ
せ
て
行
う
よ
う
な
者
が
「
御
用
」
に
関

わ
り
、
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
郷
宿
を
考
え
る
う
え
で
は
大
切
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
以
上
、
郷
宿
の
機
能
を
①
～
⑥
に
整
理
し
た
。
郷
宿
が
郡
中
惣
代
、
惣
代
庄
屋
と

と
も
に
、
大
森
代
官
所
の
「
御
用
」
を
担
う
中
間
支
配
機
構
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と

は

明
確
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
の
う
ち
①
～
⑤
は
大
坂
町
奉
行
所
の
用
達
、
上
方
八

力
国
幕
領
の
用
達
も
果
た
し
て
い
た
機
能
で
あ
る
し
、
村
と
の
間
で
勤
め
向
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
議
定
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
同
じ
で
あ
る
。
も
は
や
「
御
用
」

の

請
負
人
は
畿
内
の
特
殊
事
例
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
十
八
世
紀
以
降

の

近
世
社
会
に
広
く
存
在
す
る
「
御
用
」
の
請
負
人
と
し
て
、
評
価
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

三
　
郷
宿
の
経
営

　
波
積
組
の
郷
宿
を
勤
め
て
い
た
原
屋
条
平
は
、
文
政
－
天
保
年
間
組
合
村
か
ら
の

罷
免
要
求
に
対
し
て
、
「
条
平
儀
外
二
家
職
之
手
当
も
無
之
候
」
と
、
罷
免
し
な
い

よ
う
組
合
村
に
申
し
入
れ
て
い
る
。
原
屋
は
「
御
用
」
に
関
わ
る
郷
宿
を
専
門
の
家

業

と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
原
屋
の
場
合
、
下
代
一
名
と
下
男
・
下
女
六
名

ほ

ど
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
う
ち
下
代
は
主
人
の
代
わ
り
に
①
～
⑤
の
機
能
を
勤
め

る
こ
と
が
あ
り
、
困
窮
し
た
下
代
に
対
し
て
組
合
村
か
ら
多
額
の
合
力
銀
が
渡
さ
れ

て

い

る
こ
と
も
あ
る
。
原
屋
も
も
と
は
波
積
組
の
郷
宿
を
勤
め
て
い
た
泉
屋
の
下
代

で

あ
っ
た
。
下
代
は
専
門
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
下
男
・
下
女
と
は

違
い
、
①
～
⑤
の
能
力
を
身
に
つ
け
た
有
能
な
下
代
を
抱
え
て
お
く
こ
と
が
「
御

用
」
請
負
人
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
っ
た
。

　
で
は
使

用
人
を
抱
え
、
①
～
⑥
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
家
業
と
し
て
い
る
郷
宿

は

ど
う
い
う
収
入
を
得
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
御
用
」
請
負
人
の
性
格

を
考
え
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
分
析
作
業
で
は
あ
る
が
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

か

な
か
十
分
な
検
討
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
郷
宿
経
営
の
全
貌
に
は
程
遠
い
が
、

い

さ
さ
か
な
り
と
も
郷
宿
の
経
営
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
さ
て
「
御
用
」
請
負
人
の
収
入
に
は
独
占
契
約
・
雇
用
料
と
し
て
村
か
ら
毎
年
支

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

払
わ
れ

る
給
銀
が
あ
っ
た
。
上
方
八
力
国
幕
領
の
用
達
は
各
村
か
ら
村
高
に
応
じ
て

用
達
給
を

受
取
っ
て
い
る
し
、
大
坂
町
奉
行
所
の
用
達
も
用
達
給
を
受
取
っ
て
い
た
。
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表1　天明6（1786）年福光下村から郷宿泉屋への支払い

月・日
支払い
総　額

郷宿の
立替額

郷宿の
実収入

内 容 支払人

〔賄い代収入〕

1月～6月　　　27匁

1月～6月　　177匁

7月～12月　　　89匁

7月～12月　　　10匁

〔利銀収入〕

　3月8日　　　1匁86

　3・11　　1165文

　3．29　　　　　0匁37

　4・2　　　207文

　4・8　　2990文

　4・8　　　690文

　4・27　　　 2匁07

　4・27　　　0匁22

　5・2　　　329文

　5・2　　　102文

　6・29　　1340文

　7・10　　　1匁77

　7・13　　　106文

　8・9　　　33文

　9・6　　　215文

　ユ0・23　　　　　　1匁06

閏10・28　　　1匁67

　12・7　　1015文

　1月～6月　　21匁4

　　－　　　92匁94

　

文

32

文

文
文
8
1
9
文
文
文
6
文
文
文
　
6
文

郷

㎜
倣

即

⑰
⑰
攻

吻

⑳
90

鋤
攻
96

30

㎜
攻

攻

㎜

1
　
1
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　1

76匁81

27匁

177匁

89匁

10匁

26

文

05

文

文
文
2
7
0
3
文
文
文
1
7
文
文
文
0
6
0
7
文
4
1
3

匁
6
5
匁
2
7
9
0
9
0
匁
匁
3
9
1
2
4
0
匁
1
0
3
1
5
匁
匁
1
5
匁
匁

0
　
1
　
0
　
　
　
3
　
　
　
0
　
0

0
　
　
　
　
　
　

0
　
0
　
　
　
1
　
6

　
　
　
　
　
　
　
ワ
一
　
－

山崎への人足賃

取替え

3月納勘定不足取替え

取替え

取替え

上納の節取替え人足へ渡す

柳蔵出銀につき辰蔵方へ人足賃

牢番給滞りにつき廻状人足賃

取替え

取替え

取替え

皆済目録引替人足賃

亀谷光右衛門殿へ遣物代取替え

取替え

取替え

太宰府取替え

村方内用につき増右衛門へ廻状

取替え

賄い代7月決算分の立替え

去年12月分算用

　

人

　
人

村

個

村

個

柳蔵

柳蔵

伝兵衛

周左衛門

周左衛門

不明

村

村

周左衛門

周左衛門

周左衛門

村

周左衛門

辰蔵

周左衛門

村

村

周左衛門

村・個人

柳蔵

〔人足賃支入〕

2月晦日

4・1

4・11

4・16

5・3

5・18

6・18

6・18

6・20

6・25

8・5
8・22

9
6
4
2
1
5
1
7
5
1
6
4

る
　
ユ
　
　
ソ
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
ヨ
　
ら
　
　

匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁

0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
1

9
6
4
2
1
5
1
7
5
1
6
4

　
　
ユ
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ユ
　
ヨ
　
ら
　
る

匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁

0
　
0
　
0
　
1
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
1

廻米津出延引につき廻状人足賃

郡中割り滞りにつき廻状人足賃

辰蔵殿銀山不納一件廻状人足賃

増減帳相違につき廻状人足賃

銀山方不納廻状人足賃

銀山方御切手引替廻状人足賃

銀山方6月延引廻状人足賃

陣屋入用滞りにつき廻状人足賃

銀山方6月延引廻状人足賃

郡中割り滞り廻状人足賃

検見願い廻状人足賃

高反別帳持参につき廻状人足賃

村

村

不明

村

増右衛門

増右衛門

増右衛門

村

増右衛門

村

村

村
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月・日
支払い
総　額

郷宿の
立替額

郷宿の
実収入

内 容 支払人

〔人足賃収入続き〕

　10・3

　10・15

　10・26

　10・26

閏10・4

閏10・6

閏10・10

〔不　明〕

去12・25

7月

12月

〔間違い分〕

3月

4月

2
　
呼
⊥
　
2
　
9
　
1
　
9
　
1

　
　
　
　
　
ヨ
　
エ
　
　
　
　
ふ

匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
03匁4

3匁

3匁

81匁83

30匁59

81匁83

30匁59

2
　
1
　
2
　
9
　
1
　
0
∨
　
－

　
ム
　
　
　
　
ば
　
エ
　
　
　

ユ

匁
匁
匁
匁
匁
匁
匁

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
03匁4

3匁

3匁

検見先触につき廻状人足賃

酒造米書上げにつき廻状人足賃

夫食銀につき廻状人足賃

銀山方不納につき廻状人足賃

検見につき廻状人足賃

酒造人呼出につき廻状人足賃

初納滞りにつき廻状人足賃

伝馬場帳認替えいな用へ払い

7月分伝馬場帳代いな用へ払い

12月分同上

納置米1石2斗代

納置米4斗代

村

増右衛門

村

増右衛門

村

増右衛門

村

村

村

村

銀総額　　　555匁59

銭総額　　　　8192文

銀換算総額　　633匁61

197匁34　　　358匁25

7386文　　806文

267匁68　　　365匁93

表2　郷宿収入の内訳

1賄　い　代 利 銀 人　　足　　賃 総 額

天明6

　　7

　　8

寛政元

　　2

303匁　（85㌫）

721

391

290

104

（84㌫）

（89㌫）

（84㌫）

（87㌫）

46匁12（13㌫）

126．34（15㌫）

30．　13　（　7㌫）

41．　01　（12㌫）

　9．73（8㌫）

7匁41（2㌫）

8．6（1㌫）

15．　99　（　4㌫）

12．　68　（　4㌫）

5．　97　（　5㌫）

356匁53

855．94

437．12

343．69

119．　7
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た

と
え
ぽ
和
泉
国
一
橋
領
の
大
坂
町
奉
行
所
用
達
は
一
年
に
銀
五
枚
の
用
達
給
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

取

り
、
こ
れ
は
村
々
の
郡
中
入
用
か
ら
支
払
わ
れ
た
。
こ
の
用
達
給
の
他
、
用
達
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

正

月
の
祝
儀
銀
・
年
玉
と
い
っ
た
心
付
け
を
受
取
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
訴
訟
で

世
話

に

な
っ
た
と
き
、
心
付
け
が
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
大
森
代
官

所
の
郷
宿
も
給
銀
、
心
付
け
を
受
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
い

ま
の
と
こ
ろ
そ
の
実
態
は
知
り
え
な
い
。

　

こ
の
給
銀
と
心
付
け
の
他
、
利
用
に
応
じ
て
郷
宿
に
金
銀
が
支
払
わ
れ
た
。
郷
宿

は
毎
年
、
各
村
ご
と
に
一
年
間
の
支
払
い
を
請
求
し
た
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
内
容

で

あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
た
め
、
郷
宿
泉
屋
が
波
積
組
の
福
光
下
村
に
天
明
六

（
一
七
八

六
）
年
分
の
支
払
い
を
請
求
し
た
帳
簿
を
表
1
に
整
理
し
た
。
波
積
組
三

ニ

カ
村
の
う
ち
の
一
力
村
分
で
は
あ
る
が
、
傾
向
は
つ
か
め
る
と
思
う
。
郷
宿
へ
の

支
払
い
は
七

月
と
十
二
月
の
年
二
回
の
決
算
で
あ
る
が
、
実
際
に
支
払
う
の
は
十
二

月
だ
け
で
あ
る
。
表
1
に
整
理
し
た
天
明
六
年
の
場
合
、
福
光
下
村
か
ら
郷
宿
へ
支

払
わ
れ
た
総
銀
額
は
六
三
三
匁

六
一
、
こ
こ
か
ら
郷
宿
が
立
替
え
た
元
銀
二
六
七
匁

六
八

と
支
出
内
容
不
明
分
九
匁
四
を
引
い
た
三
五
六
匁
五
三
が
、
必
要
経
費
を
含
ん

だ

郷
宿
の
収
入
で
あ
り
、
そ
れ
は
賄
い
代
、
立
替
銀
の
利
銀
、
人
足
賃
銀
の
三
つ
の

収
入

に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
み
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
賄
い
代
に
つ
い
て
。
賄
い
代
は
組
合
村
内
の
村
役
人
、
農
民
が
郷
宿
を
利

用
・
宿
泊
し
た
と
き
の
飯
料
で
あ
る
。
大
坂
町
奉
行
所
の
用
達
は
町
奉
行
所
の
近
辺
、

上
方
八

力
国
の
用
達
は
代
官
所
の
近
辺
、
大
森
代
官
所
の
郷
宿
も
代
官
所
の
あ
る
大

森
町
と
い
う
よ
う
に
、
「
御
用
」
請
負
人
は
領
主
役
所
の
近
辺
に
居
を
構
え
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
遠
方
か
ら
出
向
い
て
来
た
者
が
「
御
用
」
を
終
え
る
ま
で
宿
泊
で
き

る
宿
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
①
～
⑥
の
機
能
を
果
た
せ
る
こ
と
に
加
え
て
、

宿

と
い
う
施
設
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
郷
宿
を
は
じ
め
「
御
用
」
請
負
人
の
必
要
条

件
で

あ
る
。
こ
の
賄
い
代
に
は
飲
食
費
・
光
熱
費
な
ど
の
必
要
経
費
が
含
ま
れ
て
お

り
、
利
銀
、
人
足
賃
収
入
と
の
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
表
2
の
よ
う
に
天
明

六
年
か
ら
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
ま
で
五
年
間
の
三
つ
の
収
入
の
割
合
は
賄
い
代
、

利

銀
、
人
足
賃
の
順
番
で
あ
り
、
賄
い
代
は
毎
年
収
入
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を

占
め
て
い
る
。
郷
宿
経
営
に
と
っ
て
賄
い
代
が
大
き
な
収
入
源
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か

る
と
と
も
に
、
郷
宿
が
宿
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
宿

と
し
て
の
郷
宿
の
利
用
状
況
を
知
る
た
め
、
表
3
に
天
明
六
年
の
賄
い
代
の
内

訳
を

整
理

し
た
。
福
光
下
村
だ
け
で
も
ほ
ぼ
月
の
半
分
は
誰
か
が
郷
宿
を
利
用
し
て

い

た

こ
と
が
わ
か
る
。
波
積
組
三
ニ
カ
村
で
は
相
当
な
利
用
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
え

よ
う
。
こ
の
賄
い
代
は
一
飯
に
つ
き
一
人
、
賄
い
代
一
人
は
一
匁
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば

二
月
十
二
日
夕
か
ら
翌
十
三
日
夕
ま
で
利
用
し
た
久
兵
衛
は
十
二
日
夕
、
十
三
日

朝
、
同
日
夕
の
三
飯
の
た
め
賄
い
代
三
人
分
、
三
匁
を
請
求
さ
れ
る
。
賄
い
代
は
基

本
的
に
飯
料
で
は
あ
る
が
、
先
に
掲
げ
た
天
保
十
四
年
の
議
定
書
に
「
願
書
届
書
等

私
方
二
而
相
認
候
分
別
段
筆
工
料
受
取
申
間
敷
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
郷
宿
が
賄
い

代
を
受
取
れ
る
の
は
①
～
⑥
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。

賄
い
代
は
単
な
る
宿
泊
料
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
専
門
能
力
料
も
加
味
さ
れ
て
い
た
。

　
次
に
立
替
銀
の

利
銀
収
入
に

つ
い

て
。
議
定
書
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

郷
宿
は
年
貢
銀
の
立
替
え
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
天
明
六
年
に
は
三
月
と
四
月
の

二
回
、
年
貢
銀
の
立
替
え
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
間
違
い
と
な
り
実
際
に
は
郷
宿
に

支
払
わ
れ

な
か
っ
た
。
年
貢
銀
の
立
替
え
を
含
め
て
、
同
年
の
立
替
銀
総
額
は
約
二
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表3　天明6年郷宿賄い代の内訳

利用者
賄い
人数

期 間 内 容

〔7月〆分〕

伝　兵　衛

善右衛門

辰　　　蔵

善右衛門

久　兵　衛

善右衛門

柳　　　蔵

御　家　来

御　家　来

［
［
［
［
［
「
」

コ
］
コ
］
］
コ

幸右衛門

辰　　　蔵

周左衛門

〔12月〆分〕

茂　　　助

柳蔵名代衆

権　次　郎

増右衛門

増右衛門

増右衛門

周左衛門

権　次　郎

久　兵　衛

善右衛門

善右衛門

増右衛門

周左衛門

周左衛門

善右衛門

人足　衆

善右衛門

周左衛門

増右衛門

1人　　12／16夕

8　　　12／19夕～12／23朝

16　　12／23夕～12／27朝

4　　正／28夕～2／1朝

3　　　2／12夕～2／13夕

4　　　2／17夕～2／19朝

47　　　2／23夕～3／16夕

8　　　3／16夕～3／27朝

1　　3／16夕

6　　　3／17夕～3／20朝

3　　　3／21夕～［　］

7　　　3／20夕～3／23

32　　　4／1夕～4／17朝

17　　　4／21夕～4／28夕

27　　　5／2夕～5／15夕

2　　5／20朝夕

4　　　6／25夕～6／27朝

14　　　6／26夕～7／4朝

6
2
3
4
3
8
3
4
4
3
2
5
4
2
2
2
4
4
4

　
　
　
　
　
1
1

7／9夕～7／12朝

7／晦夕～8／1朝

8／2夕～8／3夕

8／6夕～8／8朝

8／10夕～8／11夕

8／21夕～9／12朝

8／26夕～9／3夕

8／26夕～8／28朝

8／26夕～8／28朝

9／7夕～9／8夕

9／21夕～9／22夕

9／29夕～10／朔夕

10／15夕～10／17朝

10／18夕～10／19朝

10／18夕～10／19朝

10／18夕～10／19朝

10／21夕～10／23朝

10／21夕～10／23朝

10／22夕～10／24朝

運上納

長崎一件

長崎一件

御普請御用

柳蔵殿帰国届

年始

長崎一件

長崎一件

長崎一件

［　　］

［　］

長崎一件

長崎一件

長崎一件

長崎一件

周左衛門殿借用銀について

銀山方上納

皆済目録引替

被仰渡御用

検見願

検見願

反別帳差上

反別帳差上

反別帳差上

百姓代代り

役儀目見へ

役儀目見へ

検見帳持参

御機嫌伺

検見御用

検見御用

検見御用

検見御用

検見御用

検見御用

55

費用支払人・備考

伝兵衛

周左衛門

周左衛門

村

周左衛門

村

周左衛門

周左衛門

周左衛門

村

村

周左衛門

周左衛門，内6人は村

周左衛門

周左衛門，内4人は村

周左衛門

増右衛門

周左衛門

村

周左衛門

村

村

村

村，庄屋代り御用も含む

村，庄屋代り御用も含む

村，庄屋代り御用も含む

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村
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利用者
賄い
人数

期 間 内 容 費用支払人・備考

権　次　郎

善右衛門
久　兵　衛

人足　衆

増右衛門

善右衛門

茂　　　助

久　兵　衛

周左衛門

家　来　衆

善右衛門

権　次　郎

伝　兵衛

増右衛門

茂　　　助

伝　兵　衛

増右衛門

増右衛門

周左衛門

権　次　郎

増右衛門
権　次　郎

善右衛門

善右衛門

1
4
2
1
8
2
2
2
3
1
5
6
5
9
1
1
4
8
0
8
2
8
2
2

　
　
　
　
噌
⊥
　
　
　
　
Q
U
　

1
2
　1
　
　
　
　
　
00

　

1

10／28夕

10／5夕～10／6朝

10／5夕～10／6朝

10／5夜

10／8夕～10／17朝

10／8夕～夜

10／8夕～10／9朝

10／10夕～10／11朝

10／11朝～10／26夕

10／11朝

10／13夕～10／20夕

10／13夕～10／26夕

10／14夕～10／16夕

10／18朝～10／27朝

10／晦夕

11／朔

11／5夕～11／7朝

11／25夕～11／29朝

11／25夕～11／11朝

11／25夕～11／29朝

12／3夕～12／10朝

12／3夕～12／7朝

12／6夕～12／7朝

12／9夕～12／10朝

欠銀納

検見御用

検見御用

検見御用

検見御用

検見御用

酒造について

検見

検見

検見

検見

検見

諸うけ

検見御用

初納持参

買請米願

志学行

志学より帰り

村

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

増右衛門

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

伝兵衛

8力村入用

村

伝兵衛

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

8力村入用

500人　　内訳 197人

174

116

　7

　6

検見願い

長崎借銀一件

運上納他

銀山方不納一件

8力村入用

周左衛門

村

伝兵衛

増右衛門

表4　天明6年と寛政2年の郷宿支払いの比較

1総 額1 村 個 人1備 考

賄い代天明6

　　　　寛政2

利　銀　天明6

　　　　寛政2

人足賃　天明6

　　　　寛政2

303匁

104匁

116匁

不　明

187匁

不　明

46匁12

9匁73

22匁

9匁73

23匁25

7匁41

5匁97

4匁89

5匁97

1匁58

90文は不明

0匁94は不明

56



「御用」請負人と近世社会

七
〇
匁
、
そ
の
立
替
え
に
よ
る
利
銀
収
入
は
四
六
匁
一
二
で
あ
る
。
立
替
銀
は
年
に

よ
っ
て
変
動
す
る
が
、
三
〇
〇
匁
を
立
替
え
ら
れ
る
程
度
の
財
政
基
盤
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
郷
宿
経
営
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。

　
立
替
銀
は
郷
宿
を
利
用
し
た
者
の
飲
食
代
、
筆
紙
墨
代
、
下
駄
緒
代
な
ど
様
々
な

経
費
に
及
ん
だ
が
、
郷
宿
が
こ
う
し
た
立
替
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

組
合
村
の
人
々
は
金
銭
を
持
っ
て
大
森
町
へ
出
向
き
、
そ
れ
を
管
理
す
る
労
を
省
く

こ
と
が
で
き
た
。
人
足
に
つ
い
て
も
利
銀
の
支
払
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
郷
宿
以
外
か
ら
人
足
を
雇
用
し
た
と
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
最
後
に
人
足
賃
収
入
に
つ
い
て
。
人
足
は
触
・
廻
状
・
差
紙
の
通
達
、
「
御
用
」

に
出
向
い
た
人
々
の
供
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
郷
宿
で
は
そ
の
人
足
を
抱
え
て
お
く

必
要
が

あ
っ
た
が
、
と
き
に
は
他
家
か
ら
雇
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
郷
宿
の
収
入
は
給
銀
や
必
付
け
の
他
、
賄
い
代
、
利
銀
、
人
足
賃
か

ら
な
っ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
三
つ
の
収
入
は
村
の
「
御
用
」
と
個
人
的
な
「
御
用
」

に
大
別
で
き
る
。
こ
れ
は
支
払
い
請
求
帳
簿
に
、
そ
の
支
払
い
が
村
と
個
人
名
に
分

け

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。
表
3
を
み
て
ほ
し
い
。
た
と
え
ぽ
福
光
下
村

の

庄
屋
増
右
衛
門
と
頭
百
姓
周
左
衛
門
は
検
見
願
い
、
反
別
帳
提
出
な
ど
村
役
人
と

し
て
村
の
「
御
用
」
の
た
め
郷
宿
を
利
用
す
る
一
方
、
増
右
衛
門
は
銀
山
方
へ
の
個

人
的
な
年
貢
不
納
一
件
、
周
左
衛
門
は
長
崎
で
の
借
銀
訴
訟
と
個
人
的
な
「
御
用
」

で

も
郷
宿
を
利
用
し
て
い
た
。
組
合
村
は
議
定
書
の
な
か
で
郷
宿
が
「
御
用
・
村
用

共
柳
無
御
差
支
相

勤
」
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
御
用
」

が
村
全
体
に
関
わ
る
も
の
、
「
村
用
」
が
個
人
的
な
「
御
用
」
で
あ
っ
た
。

　
郷
宿
の
経
営
が
村
の
「
御
用
」
と
個
人
の
「
御
用
」
の
両
方
に
関
わ
る
こ
と
に
よ

っ

て

成

り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
も
う
少
し
検
討
し
て
お
こ
う
。
郷
宿
は
毎
年
福
光
下

村
か
ら
三
〇
〇
匁
以
上
の
収
入
を
得
て
い
た
が
、
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
大
き
な

落
ち

込
み
を

み

せ
て

い

る
。
こ
れ
は
同
年
、
個
人
的
な
「
御
用
」
の
利
用
が
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
政
二
年
の
賄
い
代
の
内
訳
が
わ
か
ら

な
い
が
、
表
4
に
天
明
六
年
と
寛
政
二
年
の
賄
い
代
、
利
銀
、
人
足
賃
を
村
の
「
御

用
」
と
個
人
の
「
御
用
」
に
整
理
し
た
。
ま
た
表
5
に
五
年
間
の
賄
い
代
の
内
訳
を

示

し
た
。
天
明
六
年
の
検
見
願
い
の
八
力
村
入
用
一
九
七
人
の
利
用
は
他
年
と
の
比

較
の
た
め
除
外
し
た
が
、
表
4
に
よ
る
と
天
明
六
年
の
総
額
三
五
六
匁
余
の
う
ち
村

が
約
四

〇
、
個
人
が
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
天
明
六
年
以
外
で
は
総

額
の

内
訳
が
わ
か
ら
な
い
が
、
賄
い
代
の
内
訳
に
限
っ
て
も
、
個
人
の
利
用
の
方
が

多
い
。
郷
宿
の
利
用
は
平
年
で
は
個
人
的
な
「
御
用
」
に
よ
る
利
用
の
方
が
多
か
っ

　
　
　
　
）
　
　
）
　
　
　
　
　
　
）

表5　賄い代支払人の区別

人個村額総

116匁（38㌫）187匁（62㌫

265　　（37㌫）　456　　（63㌫

　不　明　　　不　明

83（29㌫）207（71㌫

　不　明　　　不　明

303匁

721

391

290

104

天明6

　　7

　　8

寛政元

　　2

た

と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
寛
政
二
年
に
は
利
銀
、

人
足
賃
に

っ
い
て

は
個
人

に
請
求
さ
れ
て
い
な

い
。
同
年
の
賄
い
代
一
〇
四
匁
の
内
訳
は
わ
か

ら
な
い
が
、
利
銀
と
人
足
賃
に
倣
っ
て
ほ
ぼ
全

額
を

村
の
「
御
用
」
と
考
え
た
と
き
、
天
明
七

年
の
二
六
五
匁
に
は
及
ぽ
な
い
も
の
の
、
天
明

六
年
の
一
一
六
匁
、
寛
政
元
年
の
八
三
匁
と
比

較
す

る
と
決
し
て
低
額
で
は
な
い
。

　
天

明
六
年
で
は
総
額
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
個

人
的
な
「
御
用
」
に
よ
る
利
用
で
あ
る
こ
と
、

賄
い
代
は
毎
年
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
個
人
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利
用

で

あ
る
こ
と
、
寛
政
二
年
に
は
利
銀
と
人
足
賃
に
つ
い
て
個
人
利
用
が
な
い
こ

と
な
ど
か
ら
、
寛
政
二
年
の
郷
宿
の
大
き
な
収
入
の
減
少
を
個
人
的
な
「
御
用
」
の

利
用
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
的
外
れ
で
は
な
か
ろ
う
。

郷
宿
は
個
人
の

私
的

な
「
御
用
」
に
よ
る
利
用
が
な
け
れ
ぽ
収
入
が
大
き
く
落
ち
込

む
可
能
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
郷
宿
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
極
め
て
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。

　
本
章
で
の
検
討
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
郷
宿
は
専
門
能
力
、
組
合
村
と
の
「
御
用
」

独
占
契
約
に
対
し
て
給
銀
や
心
付
け
を
受
取
り
、
「
御
用
」
に
関
わ
る
ご
と
に
収
入

を

得
た
。
そ
れ
は
賄
い
代
、
立
替
銀
の
利
銀
、
人
足
賃
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
郷
宿
に
利
銀
、
人
足
賃
収
入
が
あ
り
、
そ
の
調
達
能
力
を
有
し
て
い
る
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
は
、
用
達
・
用
聞
と
い
っ
た
「
御
用
」
請
負
人
が
掛
屋
・
飛
脚
屋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

村

田
路
人
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
土
木
業
者
を
兼
業
、
あ
る
い
は
前
史
と
し
て
営

ん

で
い
た

と
い
う
事
実
の
ひ
と
つ
の
証
左
に
は
な
ろ
う
。
し
か
し
①
～
⑤
と
い
う

「
御

用
」
の
専
門
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
、
経
営
的
に
は
賄
い
代
を
得
る
た

め
宿
と
し
て
の
施
設
と
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
「
御
用
」
請
負
人
の
必
要
条
件

な

の

で

あ
り
、
請
負
人
と
掛
屋
・
飛
脚
屋
・
土
木
業
者
は
家
業
と
し
て
は
直
接
つ
な

が

ら
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
郷
宿
が
村
の
「
御
用
」
と
個
人
的
な
「
御
用
」
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
個
人
的

な
利
用
が
郷
宿
の
収
入
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
郷
宿
は
利
用
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

に
対

し
て
金
銀
の
立
替
え
を
行
い
、
利
銀
収
入
を
得
て
い
た
が
、
表
4
・
5
か
ら
わ

か

る
よ
う
に
、
個
人
に
対
す
る
立
替
え
が
多
い
こ
と
も
、
郷
宿
の
性
格
付
け
を
行
う

う
え
で
大
切
な
こ
と
だ
。
郷
宿
と
農
民
の
間
に
は
村
全
体
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

金
銭
の
貸
借
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
な
利
害
関
係
が
成
立
す
る
可
能
性
が
内
包

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
人
的
な
利
害
関
係
は
組
合
村
全
体
と
し
て
取

り
組
む
郷
宿
の
罷
免
騒
動
に
際
し
て
支
障
と
な
る
た
め
、
た
と
え
ば
文
政
－
天
保
年

間
に
原
屋
の
罷
免
を
計
画
し
た
波
積
組
で
は
、
す
ぐ
に
原
屋
か
ら
の
金
銀
の
貸
借
を

や
め

る
よ
う
決
議
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
条
平
方
β
貸
借
之
儀
者
決
而
難
相
成
所
、
銀

子
世
話
致
貰
借
受
候
」
者
が
組
合
村
の
な
か
に
い
た
た
め
、
罷
免
に
向
け
て
の
足
並

み
が
乱
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
郷
宿
が
「
御
用
」
の
専
門
能
力
を
身
に
つ
け
支
配
に
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
家

業

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
家
業
と
し
て
い
る
以
上
、
利
益
追
求
の
た
め
利
用
す
る
農

民
の
要
求
・
利
害
を
「
御
用
」
に
反
映
し
、
農
民
に
そ
の
行
動
を
制
約
さ
れ
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
金
融
と
い
う
も
っ
と
も
私
的
な
利
害
関
係
の
発
生
し
や
す

い
機
能
を

あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
が
中
後
期
近
世
社
会
に
登
場
し
た
「
御

用
」
の
担
い
手
の
姿
で
あ
っ
た
。
「
御
用
」
を
実
施
す
る
武
士
の
側
か
ら
存
在
基
盤

を

保
証
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
専
門
能
力
だ
け
に
純
化
さ
れ
ず
、
金
融
活
動
を

あ
わ
せ
て
行
い
、
そ
れ
を
家
業
と
し
て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
、
公
共
的
な
「
御
用
」

は
成

り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
世
の
領
主
権
力
は
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
請
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

人

を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
御
用
」
を
実
現
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

四
　
中
間
支
配
機
構
に
お
け
る
郷
宿
の
位
置
付
け

　
①
～
⑥
の
機
能
を
勤
め
、
そ
れ
に
対
し
て
村
か
ら
賃
銀
を
受
取
る
こ
と
を
家
業
と

す
る
郷
宿
を
、
組
合
村
や
代
官
所
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
郷
宿
は
自
己
を
ど
う
い
う
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
は
近
世
に
お
け
る
「
御
用
」
の
位
置
付
け
自
体
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で

本

章
で
は
ま
ず
O
組
合
村
と
郷
宿
の
関
係
を
検
討
し
、
次
に
⇔
文
政
か
ら
天
保
ま
で

続
い
た
郷
宿
原
屋
条
平
の
罷
免
騒
動
を
素
材
に
、
組
合
村
、
郷
宿
、
代
官
所
の
考
え

る
「
御
用
」
請
負
人
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

O
　
組
合
村
と
郷
宿

　
宝
暦
三
年
以

降
、
組
合
村
と
郷
宿
の
関
係
は
勤
め
向
に
不
都
合
が
あ
っ
た
と
き
に

は
前
者
が

罷
免
権
を
持
つ
よ
う
な
、
組
合
村
主
導
の
関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
。
組
合

村
に

と
っ
て
郷
宿
と
は
「
金
銀
井
印
形
等
も
無
心
置
相
預
」
け
、
「
御
用
・
村
用
共

柳
無
御
差
支
相
勤
」
る
よ
う
な
存
在
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
組
合
村
と
郷
宿
の
関
係
は
両
者
が
交
わ
す
議
定
書
に
よ
く
現
わ
れ
て
い

る
。
「
少
々
之
儀
二
而
茂
村
方
御
為
二
可
相
成
者
及
心
丈
出
情
取
斗
可
申
事
」
（
文
ー

三
）
、
「
御
役
所
向
不
鍛
練
之
御
衆
中
御
出
勤
之
節
者
何
角
心
を
そ
へ
、
村
方
御
無
念

無
之
様
取
斗
可
申
事
」
（
文
ー
五
）
、
「
村
々
御
為
二
相
成
候
儀
者
少
分
之
儀
二
而
茂

心
之
及
丈
ケ

出
精
可
仕
候
、
且
御
不
為
筋
可
相
成
儀
心
付
候
ハ
・
、
是
又
無
油
断
心

添
可
仕
事
」
（
天
ー
五
）
、
「
御
用
筋
不
弁
之
御
衆
中
御
出
勤
相
成
候
節
者
格
別
心
ヲ

添
、
村
方
御
不
念
無
之
様
取
斗
可
申
事
」
（
天
ー
八
）
、
何
れ
も
村
の
た
め
に
精
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
て
勤
め
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
村
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な

勤
め
が

あ
っ
た
と
き
に
は
罷
免
さ
れ
、
新
し
い
郷
宿
が
選
定
さ
れ
た
。
組
合
村
に
と

っ

て

郷
宿
と
は
村
の
利
益
の
た
め
に
働
く
、
雇
用
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
組
合
村
が
郷
宿
の

選
定
を
行

い
、
そ
れ
を
代
官
所
が
任
命
す
る
と
い
う
手
続
き
は

村
役
人

と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
郷
宿
は
代
官
所
が
公
的
に
認
め
た
支
配
機
構

の

一
員
で
あ
っ
た
。
し
か
し
組
合
村
は
必
ず
郷
宿
を
設
置
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と

い

う
わ
け
で
は
な
く
、
惣
代
庄
屋
が
郷
宿
の
代
わ
り
を
す
る
「
手
賄
」
と
い
う
方
法

が
あ
っ
た
。
た
と
え
ぽ
波
積
組
も
郷
宿
原
屋
条
平
の
罷
免
騒
動
の
と
き
手
賄
い
を
試

み
た

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
波
積
組
は
諸
物
価
高
騰
の
た
め
郷
宿
に
「
御
用
」
を

代
行
さ
せ
て
い
た
の
で
は
村
々
が
疲
弊
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
私
共
村
々
手
賄
二

仕
、
村
方
御
用
向
聯
無
差
支
相
勤
」
め
る
こ
と
を
代
官
所
に
申
し
出
た
。
具
体
的
に

は

「
村
々
多
人
数
罷
出
逗
留
い
た
し
候
而
者
難
渋
之
折
柄
弥
増
難
儀
可
致
候
間
、
跡

之
儀
者
惣
代
引
受
二
い
た
し
、
追
々
用
向
有
之
候
節
者
惣
代
之
も
の
と
も
差
図
次
第

何
時
二
而
も
罷
出
可
申
」
と
、
惣
代
庄
屋
が
郷
宿
の
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
で
、
郷
宿

の

よ
う
な
請
負
人
を
置
く
こ
と
を
や
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に

は
郷
宿
株
は
村
持
ち
と
し
、
そ
れ
を
一
年
に
つ
き
銀
一
貫
匁
で
専
門
能
力
を
有
す
る

泉
屋
が
請
負
う
と
い
う
形
態
が
と
ら
れ
た
。
郷
宿
に
「
御
用
」
を
任
せ
て
い
る
こ
と

は
単
に
組
合
村
が
他
者
に
「
御
用
」
を
請
負
わ
せ
る
だ
け
の
経
済
力
を
備
え
た
か
ら

だ
け

で
は

な
く
、
ひ
と
つ
に
惣
代
庄
屋
が
直
接
関
わ
る
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い

ほ

ど
「
御
用
」
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
、
ふ
た
つ
に
惣
代
庄
屋
の
能
力
を
こ
え
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

う
な
高
度
な
「
御
用
」
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

郷
宿
は
代
官
所
だ
け
で
な
く
、
農
民
に
と
っ
て
も
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
郷
宿
の

存
在
を

否
定
で

き
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
郷
宿
の
位
置
付
け
を
め

ぐ
っ
て
次
に
検
討
す
る
よ
う
な
罷
免
騒
動
が
起
こ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
惣
代
庄
屋
や
組
合
村
の
「
御
用
」
代
行
能
力
に
ば
か
り
注
目
し
て
き
た
こ
れ
ま
で

の

研
究

は
一
面
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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⇔
　
郷
宿
罷
免
騒
動

　
波
積
組
の
郷
宿
は
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
以
降
三
代
に
わ
た
っ
て
泉
屋
が
勤
め

て

い
た

が
、
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
代
官
所
役
人
の
不
正
に
関
与
し
た
と
い
う
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

由
で
、
泉
屋
は
追
放
と
な
っ
た
。
泉
屋
の
後
は
同
家
の
下
代
で
あ
っ
た
原
屋
が
引
き

継
ぐ
が
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
郷
宿
株
が
誰
の
も
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
組
合
村

と
郷
宿
原
屋
の
間
で
争
論
が
起
こ
っ
た
。
組
合
村
は
組
中
持
ち
の
郷
宿
で
あ
り
、
原

屋
は
そ
れ
を

年
季
を

限
っ
て
引
き
請
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
、
こ
れ
に
対
し

て

原
屋
は
泉
屋
か

ら
引
き
継
い
だ
自
分
持
ち
の
郷
宿
株
で
あ
る
と
反
論
し
た
。
組
合

村
側
の
目
的
は
原
屋
を
罷
免
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
組
村
を
蔑
二
取
斗
」
う
原
屋
の

罷
免
を
強
行
に
主
張
し
た
。
組
合
村
の
な
か
に
は
原
屋
と
の
金
銭
貸
借
関
係
に
よ
り
、

罷
免
に
同
意
し
な
い
者
も
い
た
が
、
代
官
所
は
波
積
組
の
主
張
を
認
め
、
仮
名
前
が

大
吉
屋
健
助
、
居
は
泉
屋
正
三
郎
宅
を
借
宅
、
実
務
は
両
者
が
行
う
と
い
う
組
中
手

賄
い
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
代
官
所
役
人
は
そ
の
後
も
原
屋
を
郷
宿
に
す
る
よ
う
再
三
組
合
村
に
申

入

れ
、
波
積
組
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
代
官
所
は
組
合
村
が
原
屋
罷
免
の
訴
状
を
提

出
し
た
う
え
で
、
再
度
正
式
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
代
官
所
役
人
の
意
向
は

原
屋
を

郷
宿
に
復
帰

さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
訴
訟
も
そ
の
方
向
で
進
め
よ
う
と
す
る

ば

か

り
か
、
原
屋
の
郷
宿
就
任
を
強
行
に
反
対
す
る
波
積
組
に
は
拝
借
米
の
貸
付
け

を

拒
否
す

る
と
い
う
よ
う
な
圧
力
ま
で
か
け
た
。
そ
こ
で
波
積
組
は
江
戸
へ
出
訴
に

及

び
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
波
積
組
の
要
求
ど
お
り
、
郷
宿
株
は
組
合
村
持

ち
、
泉
屋
万
四
郎
引
請
け
の
組
合
村
手
賄
い
と
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。

　
こ
れ
が
罷
免
騒
動
の
簡
単
な
経
緯
で
あ
る
。
組
合
村
側
の
訴
状
が
中
心
で
あ
る
と

い

う
制
約
は
あ
る
が
、
こ
の
騒
動
で
表
出
さ
れ
た
組
合
村
、
郷
宿
、
代
官
所
の
立
場

か

ら
三
者
が
「
御
用
」
や
そ
の
請
負
人
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
読

み

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
み
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
組
合
村
か
ら
。
組
合
村
が
原
屋
を
罷
免
す
る
の
は
「
組
村
を
蔑
二
取
斗
」
う

か

ら
で
あ
っ
た
が
、
具
体
的
に
は
「
御
用
」
で
出
向
い
た
と
き
長
逗
留
を
さ
せ
、
余

分
の
出
費
が
か
さ
む
こ
と
、
議
定
書
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
他
領
者
の
宿
を
す
る
こ
と
、

公
事
訴
訟
仲
裁
の
と
き
わ
が
ま
ま
な
振
る
舞
い
が
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
し
か

し
騒
動
の
本
質
は
こ
の
時
期
原
屋
を
は
じ
め
郷
宿
が
自
分
た
ち
を
武
士
に
近
い
存
在

と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
組
合
村
の
反
発
で
あ
っ
た
。
郷

宿
が
袴
の
着
用
を
許
さ
れ
た
身
分
で
あ
る
と
偽
り
を
言
っ
た
り
、
「
郷
宿
者
私
領
大

庄
屋
割
元
杯
之
役
柄
二
相
心
得
」
た
取
決
め
を
郷
宿
仲
間
が
結
ん
だ
こ
と
が
、
組
合

村
に
と
っ
て
は
原
屋
を
罷
免
す
る
本
当
の
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
郷
宿
の
振
舞

い

は
郷
宿
を
村
の
雇
用
人
と
考
え
る
組
合
村
の
認
識
と
は
大
き
く
違
い
、
波
積
組
は

「
宝
暦
年
中
御
定
書
二
者
村
々
不
為
二
相
成
候
も
の
者
即
刻
御
取
放
」
で
あ
る
こ
と

を

理
由
に
、
原
屋
の
罷
免
を
強
行
に
主
張
し
た
。

　
ま
た
代
官
所
の
再
三
の
圧
力
に
も
屈
し
な
か
っ
た
の
は
、
「
宿
替
之
義
以
後
不
相

成
様
二
罷
成
候
義
者
勿
論
他
組
江
も
相
響
き
候
義
二
付
、
此
内
郡
中
一
統
厚
申
合
も

有
之
、
其
上
宝
暦
之
度
御
定
書
二
も
相
違
い
た
し
候
」
た
め
で
あ
っ
た
。
郡
中
が
ど

う
い
う
取
決
め
を
し
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
波
積
組
の
郷
宿
罷
免
は
単
に
一

組
合
村
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
郷
宿
と
は
村
の
雇
用
人
で
あ
る
と
い
う
宝
暦

三
年
以
降
組
合
村
々
が
培
っ
て
き
た
郷
宿
の
位
置
付
け
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
み

60



「御用」請負人と近世社会

て

と
れ
る
。
波
積
組
が
多
額
の
出
費
を
覚
悟
の
う
え
で
、
そ
し
て
出
費
費
用
に
っ
い

て

組
合
村
内
で
争
い
が
お
き
な
が
ら
も
原
屋
の
罷
免
に
固
執
し
た
の
は
そ
の
た
め
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
御
用
」
の
担
い
手
で
あ
る
郷
宿
を
村
の
雇
用
人
と
し
て
位
置
付
け

よ
う
と
す
る
組
合
村
の
立
場
か
ら
、
農
民
の
意
図
す
る
「
御
用
」
の
在
り
方
が
如
何

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
も
う
一
度
久
留
島
浩
の
仕
事
に
目
を

　
　
　
（
3
4
）

向
け
よ
う
。
近
世
中
後
期
幕
府
は
大
庄
屋
に
代
わ
る
新
し
い
幕
領
支
配
の
枠
組
み
と

し
て
郡
中
、
組
合
村
と
い
う
中
間
支
配
機
構
を
組
織
し
、
そ
こ
に
「
御
用
」
を
担
わ

せ
て

い

っ

た
。
久
留
島
に
よ
る
と
そ
の
担
い
手
で
あ
る
郡
中
惣
代
・
惣
代
庄
屋
は

「
御

用
」
だ
け
で
な
く
、
農
民
の
歎
願
闘
争
を
組
織
す
る
惣
代
機
能
を
合
わ
せ
も
っ

て

い
た
た

め
、
幕
府
は
「
御
用
」
だ
け
を
担
う
中
間
支
配
機
構
を
創
出
し
よ
う
と
す

る
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
「
御
用
」
と
「
惣
代
用
」
を
合
わ
せ
も
つ

郡

中
惣
代
・
惣
代
庄
屋
が
担
い
手
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
中
・
組
合
村
は
公
共

性
を

獲
得
し
て
い
っ
た
、
と
評
し
た
。
こ
れ
ら
久
留
島
の
仕
事
は
農
民
が
「
御
用
」

を

武
士
の

側
か

ら
の
一
方
的
な
展
開
と
し
て
で
は
な
く
、
農
民
も
積
極
的
に
関
わ
り
、

農
民
の

主
張
・
要
求
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
「
御
用
」
を
実
施
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
上
意
下
達
的
な
「
御
用
」
の
農
民
の
側
か
ら
の
捉

え
直
し
で
あ
り
、
公
的
に
実
施
さ
れ
る
「
御
用
」
に
農
民
も
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

公
共
性
を

農
民
の

側
か

ら
創
出
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
っ
た
、
と
評
す
る
こ
と
が

　
　
（
3
5
）

で
き
よ
う
。

　
農
民
が

中
間
支
配
機
構
を
農
民
の
側
か
ら
の
公
共
性
の
展
開
の
場
と
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
な
か
で
、
彼
ら
が
「
御
用
」
を
請
負
う
郷
宿
を
村
の
雇
用
人
と
位
置
付
け

る
こ
と
に
固
執
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
「
御
用
」
の
担
い
手
を
武
士
の
側
に
た

つ
下
級
官
吏
で
は
な
く
、
村
の
雇
用
人
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
に
と

っ

て

「
御
用
」
は
自
ら
の
意
志
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
郷
宿
の
立
場
に
っ
い
て
。
波
積
組
の
訴
状
に
よ
る
と
近
年
郷
宿
は
「
村
々
厄

介
筋
二
可
相
成
筈
、
合
力
等
受
候
而
も
格
別
礼
謝
二
お
よ
ひ
候
筋
も
無
之
も
の
と
差

心
得
」
て
い
る
、
賄
い
代
を
値
上
げ
し
て
も
廻
状
で
通
達
す
る
だ
け
で
こ
と
は
す
む

と
考
え
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
「
御
陣
屋
許
二
罷
有
候
御
手
付
・
御
手
代
衆
御
内
宅

江

日
々
罷
出
御
懇
意
申
上
」
げ
て
い
る
こ
と
が
、
罷
免
に
際
し
て
代
官
所
役
人
が
郷

宿
の
肩
入
れ
す
る
理
由
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
れ
ら
は
波
積
組
側
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
原
屋
の
振
る
舞
い
は
こ
の
時

期
郷
宿
仲
間
が
交
わ
し
た
仲
間
議
定
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。
原
屋
罷
免
騒
動
の
最

中
の
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
郷
宿
六
軒
の
仲
間
は
極
め
て
興
味
深
い
内
容
の
申
合

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

わ
せ
を

交
わ
し
て
い
る
。
内
容
は
郷
宿
と
は
如
何
な
る
存
在
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

の

か

と
い
う
自
己
認
識
の
た
め
の
申
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
郷
宿
と
は
「
大
切

之
御
用
相
勤
、
諸
人
江
教
諭
・
異
見
も
致
候
身
分
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
村
の
雇
用
人
で
あ
る
と
い
う
組
合
村
の
郷
宿
認
識
と
は
明
ら
か
に
違
い
、

「
郷
宿
者
私
領
大
庄
屋
割
元
杯
之
役
柄
二
相
心
得
」
て
い
る
と
、
組
合
村
が
強
行
に

原

屋
の
罷
免
を
要
求
す
る
原
因
と
な
っ
た
。
申
合
わ
せ
は
か
な
り
長
文
な
の
で
、
そ

の

内
容
を
史
料
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
宿
の
自
己
認

識
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
申
合
わ
せ
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
「
御
制
事
向
ハ
勿
論
、
都
而
従
御
上
様
被
仰
出

候
儀
ハ
不
依
何
事
二
、
実
以
有
難
奉
恐
伏
」
べ
き
で
あ
る
。
郷
宿
と
は
そ
う
し
た
御
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上
の

「
御
威
光
を

戴
渡

世
」
す
る
者
で
あ
り
、
「
広
御
用
二
携
、
村
役
人
始
小
前
百

姓
二
至
迄
、
愚
昧
の
も
の
江
ハ
及
教
諭
」
べ
き
身
分
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
自
己
之
名
利
私
欲
泥
、
媚
口
而
已
流
候
而
ハ
誠
実
之
場
二
難
至
、
其
上
銘
々
心
得

方
所
行
二
依
て
ハ
諸
人
之
嘲
笑
を
受
候
様
之
儀
出
来
、
其
身
之
恥
辱
而
已
な
ら
す
、

第
一
御
威
光
を
軽
メ
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
公
私
之
ニ
ッ
を
弁
別
」
せ
ね
ぽ
な

ら
な
い
。
す
べ
て
郷
宿
の
よ
う
に
「
御
用
相
勤
候
も
の
ハ
其
身
相
応
二
御
威
光
之
場

ハ
有
之
者
二
候
得
共
、
兎
角
惰
弱
二
而
五
常
を
失
ひ
、
或
ハ
私
欲
人
情
二
片
寄
、
物

事
弁
別
不
致
、
事
実
を
失
ひ
候
よ
り
、
人
も
作
法
を
乱
し
身
掠
候
儀
二
而
、
都
而
御

威
光
ハ
其
身
二
不
求
、
其
事
柄
二
求
、
事
実
不
相
当
」
が
な
い
よ
う
心
が
け
ね
ぽ
な

ら
な
い
。

　
郷
宿
に
は
こ
う
し
た
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
郷
宿
は
「
於
御
役
所
二
御
取

締
向
、
悉
々
ニ
ハ
難
被
為
及
」
と
い
う
武
士
の
側
の
事
情
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
「
御
政
道
之
齪
酷
不
致
様
、
身
名
之
欲
を
捨
て
、
其
事
毎
二
御
上
江
申
上
」
、

普
段
は

「
郷
宿
共
引
受
組
村
江
厚
心
添
、
教
諭
い
た
し
候
上
二
も
不
相
用
候
ハ
・
其

時
々
御
役
所
江
有
形
申
立
、
御
厳
重
之
御
取
締
を
受
」
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

代
官
・
手
付
・
手
代
か
ら
御
用
向
に
つ
い
て
「
御
内
咄
等
承
候
義
有
之
、
縦
令
口
外

い
た

し
差
支
筋
無
之
儀
二
而
も
堅
他
言
致
間
敷
」
こ
と
は
勿
論
、
代
官
所
役
人
の
不

正
を

聞
い
て
も
、
世
間
に
口
外
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
心
が
け
、
「
御
用
」
を
勤
め
て
い
れ
ば
郷
宿
が
「
其
身
之
職
分
を
賎

し
め
嫌
」
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　

こ
れ
が
仲
間
議
定
の
要
約
で
あ
る
が
、
領
主
権
力
を
権
威
づ
け
、
そ
の
権
威
を
利

用
、
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
し
、
武
士
の
側
に
立
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

「
御
用
」
を
勤
め
よ
う
と
す
る
郷
宿
の
姿
勢
が
あ
り
あ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
御

用
」
に
関
わ
る
も
の
は
公
私
を
分
別
し
、
公
正
で
私
的
利
害
に
左
右
さ
れ
る
べ
き
で

は

な
い
と
い
う
認
識
さ
え
示
さ
れ
て
い
る
。
村
の
雇
用
人
な
ど
で
は
な
く
、
武
士
の

側
に
た
ち
、
そ
の
下
級
官
吏
1
1
治
者
と
し
て
自
己
を
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
御

用
」
の
責
任
あ
る
遂
行
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
、
こ
れ
が
原
屋
を
は
じ

め

郷
宿
た
ち

の
志
向
す
る
郷
宿
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
。
村
の
利
益
を
「
御
用
」

に
反
映
す
る
た
め
の
雇
用
人
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
組
合
村
と
は
正
反
対
と

も
い
え
る
郷
宿
の
自
己
認
識
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
郷
宿
の
自
己
認
識
は
、
組
合
村
か
ら
賃
銀
を
受
取
り
、
そ
れ
を

家
業
と
し
て
い
る
近
世
社
会
で
は
到
底
貫
徹
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
い
く
ら

武
士
の

側
に
立
っ
て
、
「
公
私
之
ニ
ツ
を
弁
別
」
し
、
公
正
な
立
場
で
「
御
用
」
を

勤
め

よ
う
と
し
て
も
、
組
合
村
と
い
う
特
定
地
域
と
「
御
用
」
の
独
占
契
約
を
結
び
、

そ

こ
か
ら
得
る
賃
銀
に
よ
っ
て
し
か
家
業
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
仕
組
み

が

あ
る
限
り
は
、
郷
宿
の
立
場
を
押
し
通
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
郷
宿
が

「
其
身
之
職
分
を
賎
し
め
嫌
」
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
、
申
合
わ
せ
で
求
め
ら
れ

た
郷
宿
の

姿
勢
と
は
全
く
逆
の
行
為
を
し
な
け
れ
ば
家
業
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と

こ
ろ
に
、
近
世
社
会
に
お
け
る
「
御
用
」
請
負
人
の
本
質
が
あ
っ
た
。

　
意
識
的

に
は

「
御

用
」
に
関
わ
る
権
威
あ
る
身
分
だ
と
い
う
武
士
の
側
に
立
と
う

と
し
な
が
ら
、
実
際
の
行
動
は
組
合
村
に
制
約
さ
れ
、
村
の
立
場
を
反
映
せ
ざ
る
を

え

な
い
。
結
局
近
世
に
お
い
て
郷
宿
は
こ
の
二
側
面
を
有
し
、
そ
の
暖
昧
な
立
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

払
拭
で
き
な
い
ま
ま
「
御
用
」
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
代
官
所
、
い
わ
ゆ
る
武
士
の
立
場
を
み
て
み
よ
う
。
武
士
も
「
御
用
」
を
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単
独
で
処

理
、
遂
行
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
「
御
用
」
請
負
人
を
活
用
し

な
が
ら
、
「
御
用
」
を
遂
行
し
て
い
っ
た
。
代
官
所
の
立
場
は
村
の
訴
状
に
よ
っ
て

の

み

し
か
知
り
得
な
い
が
、
自
ら
が
お
す
原
屋
の
郷
宿
就
任
に
執
着
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
組
合
村
が
主
張
す
る
郷
宿
選
定
権
の
否
定
を
目
指
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
郷
宿
を

村
の
雇
用
人
な
ど
で
は
な
く
、
下
級
官
吏
と
し
て
位
置
付
け
、
彼
ら

を

武
士
の

「
御

用
」
の
忠
実
な
体
現
者
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
の
側

か

ら
の
上
意
下
達
的
な
「
御
用
」
と
そ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
の
中
間
支
配
機
構
の
創

出
を
企
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以

上
、
組
合
村
、
郷
宿
、
武
士
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
み
て
き
た
。
郷
宿
を
村
の

雇
用
人

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
御
用
」
を
農
民
の
側
か
ら
の
公
共

性
の

拡

大
・
発
展
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
す
る
組
合
村
、
郷
宿
を
下
級
官
吏
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
武
士
の
側
か
ら
の
上
意
下
達
的
な
「
御
用
」
を
展
開
し
よ
う
と
す

る
武
士
、
意
識
的
に
は
武
士
に
近
い
も
の
を
志
向
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
家
業
と
な
っ

て

い

る
た
め
村
の
利
害
を
無
視
で
き
ず
、
そ
の
行
動
を
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
郷
宿
、

近
世
中
後
期
の
「
御
用
」
は
こ
う
し
た
三
者
の
葛
藤
の
な
か
で
展
開
し
て
い
た
の
で

あ
る
。お

わ

り
に

　
「
御
用
」
の
請
負
人
に
つ
い
て
は
近
世
史
研
究
が
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
目
を

　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
近
年
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
り
つ
つ
あ
る

が
、
い
ま
だ
こ
れ
を
近
世
史
全
体
を
解
く
問
題
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
弱

い
。
大
坂
町
奉
行
所
の
「
支
配
国
」
支
配
、
「
支
配
国
」
内
に
領
知
を
も
つ
御
三
卿
・

大
名
の
飛
び
地
領
支
配
、
ま
た
実
態
は
不
明
な
が
ら
個
別
藩
領
で
も
請
負
人
の
存
在

が
確
認
で
き
る
。
ま
た
幕
領
で
は
上
方
八
力
国
に
加
え
て
、
甲
州
、
備
中
、
そ
し
て

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
石
見
と
全
国
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
江
戸
の
旅
宿
、
非

人
の

新
町
宿

と
い
っ
た
事
例
を
加
え
る
と
、
「
御
用
」
　
の
請
負
人
は
中
後
期
の
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

社
会
に
広
く
存
在
し
て
い
た
人
々
と
し
て
問
題
の
一
般
化
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、

お
わ

り
に
で
は
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
石
見
国
郷
宿
の
事
例
を
整
理
し
な
が
ら
、
こ

れ

ま
で
の
成
果
を
加
味
し
て
、
「
御
用
」
請
負
人
を
生
み
出
し
た
中
後
期
の
近
世
国

家
・
社
会
に
っ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
私
が
ど
う
い
う
段
階
で
の

「
御
用
」
請
負
人
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
「
御
用
」
請
負
人
自
体
は
た
し
か
に
十
七
世
紀
中
ご
ろ
に
は
確
認
で
き
る
。
石
見

国
幕
領
で
も
享
保
年
間
に
は
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
そ
れ
は
宿
屋
、
飛
脚
屋
、
あ
る
い

は
土
木
業

と
い
っ
た
家
業
の
副
業
で
あ
り
、
「
御
用
」
を
勤
め
る
こ
と
が
家
業
の
中

心
で

あ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
家
業
と
し
て
の
成
立
を
実
証
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
「
御
用
」
請
負
人
の
成
立
を
村
（
農
民
）
と
の
間
で
取
り
結
ぼ
れ
て
い
る
社
会
．

人

間
関
係
か
ら
み
る
と
、
「
御
用
」
の
請
負
い
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
請
負

い

の

費
用
が
村
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
御
用
」
と
い
う
仕
事
に
対
し
て

恒
常
的
に
給
銀
・
賃
銀
を
受
取
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
機
能
だ
け
に
注
目

す

る
と
、
こ
う
し
た
関
係
が
成
立
し
て
い
な
く
て
も
触
・
廻
状
を
通
達
し
、
そ
の
こ

と
に
心
付
け
や
小
遣
い
程
度
を
受
取
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
機
能
だ
け

に
注

目
し
て
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
取
り
結
ぽ
れ
て
い
る
社
会
・
人
間
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

を

考
慮
し
な
い
ま
ま
、
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
事
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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ま
た
「
御
用
」
請
負
人
は
「
御
用
」
を
こ
な
せ
る
だ
け
の
専
門
能
力
を
身
に
つ
け
、

「
御

用
」
で
出
向
い
た
者
が
宿
泊
で
き
る
宿
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
専
門

能

力
の
習
得
者
が
様
々
な
前
史
を
持
つ
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
行

政
・
裁
判
と
い
う
「
御
用
」
の
性
格
に
注
目
し
て
請
負
人
を
評
価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
御
用
」
請
負
人
と
国
役
の
よ
う
な
土
木
の
請
負
い
で
は
仕
事
の
質
は
違
う
し
、
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

者
を

同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
機
能
論
だ
け
で
は
な
く
、
本
稿
で
検

討

し
た
よ
う
な
武
士
、
農
民
、
請
負
人
三
老
の
社
会
・
人
間
関
係
か
ら
「
御
用
」
請

負
人
の
近
世
社
会
に
お
け
る
存
在
形
態
を
評
価
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
請
負
人
は
近
世

中
後
期
に
登
場
す
る
時
代
的
な
産
物
と
し
て
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

う
。　

さ
て
近
世
と
い
う
時
代
に
日
本
的
社
会
の
確
立
を
求
め
た
水
林
彪
は
、
近
世
と
は

人
々
が
中
間
団
体
に
強
く
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
中
間
団
体
が
緊
密
に
統
合
し
て
国
家

秩
序
が

つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
国
家
の
統
治
活
動
が
大
幅
に
町
・
村
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

た

中
間
団
体
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
は
近
世
国
家
を
請
負
体
制
と
み

　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

る
視
点
を
開
拓
し
た
が
、
「
御
用
」
請
負
人
は
こ
う
し
た
近
世
国
家
の
統
治
シ
ス
テ

ム

が

生
ん
だ

と
い
う
点
で
紛
れ
も
な
く
、
近
世
社
会
の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
請
負
人
の
登
場
過
程
は
依
然
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
幕
領
で
は
全
国
的
に
活
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
の
具
体
的
な
活
動
が
知
れ
る
の
が
十
八
世
紀
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
た
と
き
、
「
御
用
」
請
負
人
は
幕
領
で
は
支
配
機
構
改

革
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
っ
て
登
場
し
て
き
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
決
し
て
的
外
れ

な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
実
施
さ
れ

た
幕
領
の
支
配
機
構
改
革
に

つ
い
て

は
様
々
な
評
価
が
あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
目
的

は

兵
農
分
離
の
徹
底
に
あ
り
、
そ
れ
は
武
士
を
在
地
社
会
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ

っ

て
、
在
地
と
の
直
接
的
な
利
害
関
係
か
ら
離
れ
た
官
僚
と
し
て
成
長
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
「
御
用
」
は
こ
う
し
た
支
配
機
構
の
整
備
の
う
え
に
展
開
し
て
い
く
が
、

在
地
社
会

と
の
接
触
を
完
全
に
断
っ
て
「
御
用
」
を
遂
行
す
る
こ
と
は
人
員
的
に
も

困

難
で
あ
り
、
そ
こ
に
武
士
で
は
な
い
「
御
用
」
の
請
負
人
が
活
用
さ
れ
る
理
由

が

あ
っ
た
。
郷
宿
が
仲
間
議
定
の
な
か
で
「
於
御
役
所
二
御
取
締
向
、
悉
々
ニ
ハ
難

被
為
及
」
た
め
自
分
た
ち
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
広
範
な

「
御
用
」
の
展
開
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
「
御
用
」
請
負
人
を
下
級
官
吏
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
武
士
は
「
御
用
」
を
実
施
す
る
た
め
の
政
策
立
案
に
専
心
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
武
士
が
こ
う
し
た
役
割
分
担
を
進
め
て
い
っ
た
た
め
、
近
世
中

後
期
に
は
限

ら
れ
た
武
士
身
分
の
な
か
で
広
範
な
「
御
用
」
が
展
開
し
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
武
士
の
側
の
積
極
的
な
支
配
機
構
改
革
や
武
士
身
分
官
僚
制
の
新
し
い
展

開
を
み
な
い
ま
ま
、
農
民
の
側
か
ら
だ
け
で
中
間
支
配
機
構
を
評
価
す
る
こ
と
は
一

面
的
で
あ
り
、
「
御
用
」
請
負
人
の
登
場
を
武
士
に
と
っ
て
の
積
極
的
な
役
割
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

評
価
す

る
必
要
が
あ
る
。
中
後
期
、
武
士
は
中
間
団
体
を
統
合
し
た
国
家
秩
序
の
構

築
を
積
極
的
に
進
め
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
村
社
会
に
規
定
さ
れ
、
農
民
の
惣
代
を

勤
め

る
よ
う
な
村
役
人
以
外
の
人
物
に
「
御
用
」
を
担
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ

こ
に
「
御
用
」
請
負
人
が
、
武
士
の
側
か
ら
活
用
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。

　

で
は

「
御

用
」
請
負
人
は
武
士
の
意
図
す
る
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
武
士
が
支
配
機
構
改
革
を
行
い
、
武
士
主
導
の
も
と
上
意
下
達
的
に
「
御
用
」

を

進
め
て

い

く
に
は
請
負
人
が
武
士
の
実
施
す
る
「
御
用
」
の
忠
実
な
代
行
者
で
あ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
彼
ら
も
武
士
同
様
、
私
的
な
利
害
関
係
に
左
右
さ
れ
な
い
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こ
と
が
望
ま
れ
た
。
し
か
し
請
負
人
が
武
士
か
ら
で
は
な
く
、
農
民
か
ら
の
費
用
支

出
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
「
御
用
」
に
関
わ
る
こ
と
を
家
業
と
し
て
い

た

こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
農
民
の
利
害
を
「
御
用
」
に
反
映
す
る
農
民
の
雇

用
人

と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
農
民
に
と
っ
て
の
「
御
用
」

請
負
人
の
意
義
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　

中
後
期
に
な
る
と
農
民
は
「
御
用
」
を
請
け
る
た
め
の
自
治
組
織
を
整
備
し
、

「
御
用
」
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
要
求
・
主
張
を
組
み
込
ん

だ

「
御

用
」
を
武
士
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
村
役
人
が
農
民
の

惣
代

と
し
て
武
士
に
様
々
な
政
治
的
要
求
を
行
い
「
御
用
」
の
実
務
も
担
っ
て
い
く

必
要
が

あ
っ
た
が
、
村
役
人
だ
け
で
惣
代
機
能
と
「
御
用
」
の
実
務
を
こ
な
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

は
困

難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
御
用
」
請
負
人
を
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、

農
民
の

主
導
の
も
と
「
御
用
」
を
展
開
さ
せ
る
に
は
「
御
用
」
の
実
務
を
担
う
請
負

人
は
下
級
官
吏
で
は
な
く
、
農
民
の
側
に
立
つ
雇
用
人
と
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
農
民
は
自
分
た
ち
が
請
負
人
の
費
用
支
出
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

請
負
人
を
農
民
の
側
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
武
士
が
独
占
的
に

行

う
「
御
用
」
の
領
域
に
自
ら
も
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
農
民
の
動
向
は
、
上

意
下
達
的
に

「
御
用
」
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
武
士
身
分
の
志
向
と
は
相
反
す
る
も

の

で
あ
っ
た
。

　
「
御
用
」
を
武
士
主
導
の
も
と
上
意
下
達
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
武
士
と
、
「
御

用
」
を
自
ら
も
参
画
し
な
が
ら
支
え
よ
う
と
す
る
農
民
、
こ
の
志
向
の
違
い
が
請
負

人
の

位
置
付
け
を
異
な
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
武
士
か
ら
は
下
級
官
吏
、
農
民
か

ら
は
雇
用
人
、
と
活
用
す
る
両
者
か
ら
相
反
す
る
位
置
付
け
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ

た

「
御
用
」
請
負
人
は
、
武
士
に
近
い
意
識
を
も
ち
、
治
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と

し
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
の
存
在
基
盤
の
た
め
農
民
の
雇
用
人
と
し
て
行
動
せ
ざ
る

を

え

な
か
っ
た
。
近
世
中
後
期
の
支
配
構
造
を
武
士
と
農
民
だ
け
で
描
く
こ
と
は
間

違
い

で

あ
り
、
こ
う
し
た
「
御
用
」
請
負
人
の
役
割
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
世
中
後
期
武
士
と
農
民
の
志
向
し
た
国
家
像
の
違
い
、
請

負
人
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
惣
代
庄
屋
的
自
治
の
性
格
と
限
界
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
「
御
用
」
請
負
人
は
近
代
国
家
で
は
否
定
さ
れ
姿
を
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

し
て
お
り
、
彼
ら
は
近
世
的
な
公
権
力
の
も
と
で
し
か
存
在
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

し
近
世
中
後
期
の
「
御
用
」
を
担
っ
た
武
士
実
務
層
と
村
役
人
、
そ
し
て
両
者
の
間

に
介
在

し
た
請
負
人
、
こ
の
三
者
が
創
出
し
た
政
治
社
会
秩
序
は
近
世
だ
け
で
な
く
、

近
代
国
家
の
地
方
自
治
制
改
革
や
日
本
に
お
け
る
公
共
性
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で

様
々
な
問
題
を
投
げ
掛
け
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
全
面
的
に
論
じ
る
能
力
を
欠
く
が
、

手
が

か
り
に
な
る
点
を
記
し
、
本
稿
を
終
え
た
い
。

　
「
御
用
」
の
請
負
人
と
い
う
公
職
の
担
い
手
が
特
定
地
域
と
結
び
つ
き
、
か
つ
農

民

と
の
間
で
私
的
な
利
害
関
係
を
発
生
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
、
本
来
公
的
に
実
施
さ

れ

る
筈
の
「
御
用
」
に
特
定
地
域
、
農
民
の
私
的
利
害
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で

も
あ
っ
た
。
具
体
的
な
実
証
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
近
代
国
家
が
地
方
自
治

制
改
革
の
な
か
で
、
町
村
か
ら
形
成
さ
れ
る
地
域
社
会
秩
序
が
、
国
家
統
治
の
正
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

性

に
上
昇
転
化
す
る
方
向
を
切
断
し
た
の
は
、
行
政
・
裁
判
と
い
う
「
御
用
」
の
担

い
手
が

こ
う
し
た
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
地
域
社
会
秩
序
を
国
家
統
治
の
正
当
性
に
上
昇
転
化
さ
せ
る
方
向
は
近
世
農
民
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が

中
間
支
配
機
構
を
自
ら
の
側
に
取
り
込
み
、
「
御
用
」
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て

な
し
得
た
近
世
社
会
の
到
達
点
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
は
「
御
用
」
請
負
人
の
成
立

が

必
要
で
あ
っ
た
。
公
的
で
あ
る
筈
の
「
御
用
」
の
担
い
手
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た

ち

で
近
世
社
会
に
成
立

し
て
く
る
こ
と
も
民
衆
的
行
政
能
力
の
歴
史
的
蓄
積
過
程
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

限

界
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
「
御
用
」
と
い
う
行
政
・

司
法
の
専
門
職
を
農
民
が
雇
用
人
と
認
識
し
た
こ
と
や
武
士
実
務
層
、
村
役
人
、
請

負
人
三
者
の
間
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
政
治
社
会
秩
序
は
近
代
国
家
の
行
政
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

に
は
現
代
日
本
社
会
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
近

代
国
家
が
実
施
す
る
地
方
自
治
制
の
改
革
は
こ
う
し
た
近
世
社
会
に
お
け
る

「
御

用
」
請
負
人
の
登
場
と
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
「
御
用
」
認

識
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
農
民
の
側
か
ら
の
雇
用

と
い
う
形
態
で
公
職
の
担
い
手
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
身
分
制

国
家
か
ら
近
代
国
家
へ
の
移
行
を
考
え
る
素
材
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。

註（
1
）
　
「
御
用
」
の
理
解
は
、
塚
田
孝
「
訴
訟
と
公
事
宿
」
（
『
週
間
朝
日
百
科
』
文
献
史
料

　
　
を
読
む
・
近
世
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
）
に
学
ん
だ
。

（
2
）
　
「
請
」
と
い
う
語
が
持
つ
歴
史
的
な
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
水
本
邦
彦
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
。

（
4
）
　
藪
田
貫
『
国
訴
と
百
姓
一
摸
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
　
一
九
九
二
年
）
。
藪
田
の
仕
事

　
　
を

近
代
史
の
側
か
ら
位
置
付
け
た
の
は
、
奥
村
弘
「
近
代
国
家
形
成
期
に
お
け
る
地
域

　
　
社
会
把
握
の
方
法
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
二
六
、
一
九
八
九
年
）
。

（
5
）
水
本
の
仕
事
は
村
の
も
つ
自
律
的
機
能
の
側
面
を
発
見
し
た
こ
と
で
ば
か
り
評
価
さ

　
　
れ
て

い

る
感
が
あ
る
が
、
村
が
国
家
に
要
求
・
依
存
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

　
　
氏
の
指
摘
も
受
け
と
め
、
批
判
的
に
継
承
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
横
田
冬
彦

　
　
「
近
世
村
落
に
お
け
る
法
と
掟
」
（
『
文
化
学
年
報
』
5
、
　
一
九
八
六
年
）
も
、
村
に
お

　
　
け
る
行
政
と
自
治
の
関
係
を
論
じ
た
仕
事
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。
八
〇
年
代
の
豊
富

　
　
な
村
落
自
治
論
の
仕
事
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
民
衆
の
自
律
的
政
治
社
会
の
成
熟
を
評

　
　
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
国
家
へ
の
要
求
・
依
存
、
行
政
と
い
っ
た
問
題
に
取

　
　
り
組
む
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

（
6
）
　
久
留
島
浩
「
直
轄
県
に
お
け
る
組
合
村
ー
惣
代
庄
屋
制
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学
研

　
　
究
』
一
九
八
二
年
度
大
会
報
告
特
集
号
、
以
下
、
久
留
島
論
文
A
と
表
記
）
、
同
「
近

　
　
世
後
期
の
『
地
域
社
会
』
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
評
論
』
四
九
九
、
一
九

　
　
九
一
年
、
以
下
、
久
留
島
論
文
B
と
表
記
）
。

（
7
）
中
間
支
配
機
構
に
お
け
る
請
負
人
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
藪
田
貫
氏
か
ら
多
く

　
　
の
ご
教
示
を
え
た
。

（
8
）
　
塚
田
孝
「
弾
左
衛
門
支
配
と
新
町
宿
」
（
『
史
学
雑
誌
』
9
2
－
7
、
一
九
八
三
年
）
が

　
　
支
配
の

代
行
と
い
う
観
点
に
最
初
に
取
り
組
ん
だ
仕
事
で
あ
り
、
そ
の
見
解
は
註
（
1
）

　
　
の
論
稿
で
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
村
田
路
人
「
用
聞
の
諸
機
能
と
近
世
的

　
　
支
配
の
特
質
」
（
『
京
都
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
七
、
　
一
九
九
〇
年
）
、
同
「
役
の

　
　
実
現
機
構
と
夫
頭
・
用
聞
の
役
割
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
四
九
、
　
一
九
九
一
年
）
、
同

　
　
「
奉
行
所
用
達
の
諸
機
能
に
つ
い
て
」
（
『
花
園
史
学
』
一
二
、
一
九
九
一
年
）
、
大
国
正

　
　
美
「
尼
崎
藩
の
用
達
・
小
橋
屋
長
兵
衛
」
（
『
地
域
史
研
究
』
二
〇
ー
二
、
　
一
九
九
一

　
　
年
）
、
保
谷
奈
緒
美
「
江
戸
の
宿
仲
間
の
基
礎
的
研
究
」
（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
1
3
、
一

　
　
九
九
一
年
）
が
発
表
さ
れ
た
。

（
9
）
拙
稿
「
大
坂
町
奉
行
所
と
用
達
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
四
九
、
一
九
九
一
年
、
以
下
、

　
　
拙
稿
A
と
表
記
）
、
同
「
上
方
八
力
国
幕
領
支
配
に
つ
い
て
」
（
有
坂
隆
道
先
生
古
稀
記

　
　
念
『
日
本
文
化
史
論
集
』
、
同
朋
社
出
版
、
一
九
九
一
年
、
以
下
、
拙
稿
B
と
表
記
）
、

　
　
同
「
近
世
村
落
の
展
開
と
支
配
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
五
、
一
九
九
二
年
、
以

　
　
下
、
拙
稿
C
と
表
記
）
。

（
1
0
）
拙
稿
に
対
す
る
批
判
は
、
『
日
本
史
研
究
』
三
五
五
の
く
討
論
と
反
省
V
、
貝
塚
和

　
　
実
「
岩
城
報
告
批
判
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
五
七
、
一
九
九
二
年
）
。
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（
1
1
）
　
大
森
代
官
所
の
幕
領
支
配
に
つ
い
て
は
、
『
新
修
島
根
県
史
』
通
史
編
一
、
『
江
津
市

　
　

史
』
上
、
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
郷
宿
に
つ
い
て
は
『
江
津
市
史
』
上
、
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
仁
万
町
誌
』
・

　
　
『
邑
智
町
誌
』
上
（
原
宏
執
筆
部
分
）
、
原
宏
「
天
領
の
郷
宿
」
（
『
季
刊
文
化
財
』
二
一
、

　
　

同
「
石
見
銀
山
御
料
の
大
森
町
郷
宿
と
郷
宿
田
儀
屋
文
書
に
つ
い
て
」
（
『
島
根
県
文
化

　
　
財
調
査
報
告
』
9
、
一
九
七
四
年
）
が
詳
し
い
。

（
1
3
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
石
見
国
遁
摩
郡
福
光
下
村
福
富
家
文
書
。
同
文
書
に
つ

　
　
い
て

は
、
塚
本
学
に
よ
っ
て
詳
細
な
目
録
が
作
成
さ
れ
て
お
り
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
　
館
館
蔵
資
料

目
録
一
『
石
見
国
遁
摩
郡
福
光
下
村
福
富
家
文
書
目
録
』
）
、
文
書
の
性
格

　
　
及
び
当
該
地
域
の
概
要
に
つ
い
て
は
同
目
録
の
解
題
に
詳
し
い
。

（
1
4
）
　
久
留
島
論
文
A
。

（
1
5
）
　
久
留
島
浩
「
幕
領
に
お
け
る
郡
中
入
用
と
組
合
村
入
用
に
つ
い
て
」
（
尾
藤
正
英
先

　
　
生
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
近
世
史
論
叢
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
四
年
）
、
久
留

　
　
島
論
文
B
。

（
1
6
）
　
久
留
島
論
文
A
。

（
1
7
）
　
こ
の
時
期
の
幕
府
代
官
所
の
機
構
改
革
に
つ
い
て
は
、
辻
達
也
『
享
保
改
革
の
研
究
』

　
　
（
創
文
社
、
　
一
九
六
三
年
）
、
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』
（
御
茶
の
水

　
　
書
房
、
一
九
六
七
年
）
、
森
杉
夫
「
代
官
所
機
構
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
阪
府
立

　
　
大
学
紀
要
1
3
、
　
一
九
六
五
年
）
。

（
1
8
）
　
「
御
用
」
請
負
人
と
代
官
所
機
構
改
革
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
C
で
推
測
し
て

　
　
み
た
。

（
1
9
）
　
原
宏
は
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
宿
屋
惣
代
六
軒
が
置
か
れ
、
こ
れ
を
郷
宿
制
度

　
　
の
始
ま
り
と
し
て
い
る
が
（
原
前
掲
論
文
）
、
以
後
の
変
遷
、
郷
宿
・
町
宿
と
の
関
係

　
　
は
不
明
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
一
組
合
村
の
「
御
用
」
に
限
っ
て
も
家
業
が
成
り
立
つ
ほ
ど
、
「
御
用
」
が
増
加
し

　
　
て
い
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

（
2
1
）
　
公
事
宿
が
得
意
先
に
、
書
類
の
雛
型
を
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
を
配
布
し
て
い
る
こ

　
　
と
が
あ
る
（
滝
川
政
次
郎
『
二
条
陣
屋
・
公
事
宿
の
研
究
』
、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研

　
　

究
所
、
一
九
六
二
年
）
。

（
2
2
）
　
郷
宿
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
生
家
が
備
中
幕
領
の
郷
宿
を
勤
め
て
い
た
山
川
均
の
自

　
　
伝
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
山
川
菊
栄
・
向
坂
逸
郎
編
『
山
川
均
自
伝
』
、

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
久
留
島
浩
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。

（
2
3
）
　
拙
稿
A
、
B
、
C
。
請
負
人
と
村
の
間
で
勤
め
向
に
関
す
る
議
定
書
が
交
わ
さ
れ
て

　
　
い

る
こ
と
が
請
負
人
の
位
置
付
け
を
考
え
る
う
え
で
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
請
負

　
　
人
と
村
の
間
で
議
定
書
が
交
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
、
ま
た
そ
の
内
容
の
変
遷

　
　
に

つ
い
て

は
稿
を
改
め
て

論

じ
た
い
が
議
定
書
に
注
目
し
な
い
で
、
請
負
人
の
様
々
な

　
　
機
能
を
列
挙
し
て
も
、
請
負
人
の
性
格
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

（
2
4
）
　
註
（
7
）
保
谷
論
文
が
、
請
負
人
の
経
営
状
況
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
給
銀
に
つ
い
て
は
、
註
（
8
）
保
谷
論
文
の
他
、
註
（
8
）
村
田
「
奉
行
所
用
達
の
諸
機

　
　
能
に
つ
い
て
」
が
請
負
人
の
無
心
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
垣
常

　
　
的
な
給
銀
が
発
生
し
て
い
る
段
階
と
そ
れ
以
］
8
0
で
は
請
負
人
の
位
置
付
け
は
違
い
、
拙

　
　
稿
C
で
は
用
達
料
の
成
立
を
国
役
改
正
と
の
関
わ
り
か
ら
論
じ
て
み
た
が
、
機
能
か
ら

　
　
だ
け
で
は
な
く
、
請
負
人
と
村
の
間
の
社
会
・
人
間
関
係
の
変
化
を
追
求
す
る
こ
と
が

　
　
大
切
で
あ
ろ
う
。
た
だ
請
負
人
の
収
入
は
給
銀
だ
け
で
は
な
く
、
「
御
用
」
　
の
た
び
に

　
　
支
払
わ
れ

る
賃
銀
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
し
て
、
請
負
人
の
経
営
実
態
を
論

　
　
じ
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
る
。

（
2
6
）
拙
稿
A
。

（
2
7
）
　
註
（
8
）
保
谷
論
文
。
ま
た
議
定
書
に
も
「
御
用
」
に
際
し
て
の
心
付
け
に
関
す
る
取

　
　
決
め
が
あ
る
（
天
ー
一
九
）
。

（
2
8
）
　
註
（
8
）
村
田
「
役
の
実
現
機
構
と
夫
頭
・
用
聞
の
役
割
」
。

（
2
9
）
　
請
負
人
の
金
融
活
動
に
つ
い
て
は
、
註
（
2
1
）
滝
川
本
が
、
公
事
宿
が
金
融
業
を
経
済

　
　
活
動
の
中
心
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
石
見
国
の
郷
宿
の
な
か
に

　
　
も
広
範
に
金
融
活
動
を
行
っ
て
い
た
者
が
い
る
可
能
性
は
あ
る
。

（
3
0
）
「
御
用
」
の
請
負
人
が
村
で
は
な
く
、
都
市
に
発
生
す
る
こ
と
は
都
市
の
役
割
、
都

　
　
市
と
農
村
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
大
変
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
商
人
の

　
　
存
在
を
不
可
欠
と
し
た
幕
藩
制
国
家
の
支
配
と
い
う
村
田
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
て
い
る

67



国立歴史民俗博物館研究報告　第47集　（1993）

　
　
と
思
う
。
し
か
し
そ
の
意
図
が
ど
う
い
う
点
に
あ
る
の
か
は
い
ま
ひ
と
つ
明
快
で
な
い

　
　
し
、
も
し
請
負
人
を
商
人
一
般
で
論
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ぽ
反
対
で
あ
る
。
請
負
人

　
　
は
行
政
・
裁
判
と
い
っ
た
「
御
用
」
を
代
行
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
注
目
さ
れ
る
の
で

　
　
あ
り
、
他
の
商
人
と
は
同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
ま
た
町
代
と
の
類
似
点
が
、
請
負

　
　
人
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。

（
3
1
）
　
用
達
の
議
定
書
の
な
か
に
も
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
み
ら
れ
る
条
項
で
あ
る
。
こ

　
　
の
こ
と
は
請
負
人
と
村
（
農
民
）
の
間
で
議
定
書
が
交
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味

　
　
や
、
両
者
の
関
係
を
段
階
的
に
把
握
す
る
う
え
で
見
逃
せ
な
い
。

（
3
2
）
郷
宿
か
ら
村
へ
の
支
払
い
請
求
帳
簿
を
み
る
と
、
「
御
用
」
の
な
か
で
も
書
類
の
作

　
　
成
の

よ
う
な
単
純
な
「
御
用
」
は
、
郷
宿
か
ら
下
請
け
に
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

　
　
る
。

（
3
3
）
　
代
官
所
役
人
と
請
負
人
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

（
3
4
）
　
久
留
島
論
文
A
、
B
。

（
3
5
）
　
久
留
島
の
仕
事
は
、
藪
田
貫
の
提
示
し
た
近
世
後
期
地
域
社
会
の
第
一
類
型
（
藪
田

　
　
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
』
）
の
評
価
と
い
う
点
で
重
大
な
研
究
方
向
が
示
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
註
（
1
2
）
原
論
文
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
3
7
）
　
「
御
用
」
に
携
わ
る
も
の
が
治
者
の
末
端
に
位
置
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
近
世
社

　
　
会
で
広
く
み
ら
れ
る
（
久
留
島
論
文
B
）
。

（
3
8
）
　
「
御
用
」
請
負
人
の
罷
免
は
た
び
た
び
起
き
て
お
り
、
近
世
社
会
に
お
い
て
請
負
人

　
　
は
遂
に
農
民
の
側
に
完
全
に
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
武
士
の
側
に
立
脚
す
る
こ

　
　

と
も
な
か
っ
た
。
請
負
人
は
状
況
に
応
じ
て
、
武
士
と
農
民
両
者
の
立
場
を
使
い
分
け

　
　
て

い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
性
格
の
請
負
人
が
両
者
の
間
で
巧
み
に
立
ち
廻
る

　
　

こ
と
に
よ
っ
て
近
世
社
会
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
9
）
　
そ
も
そ
も
「
御
用
」
と
い
う
こ
と
自
体
に
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
近
世

　
　
史
研
究
が
国
家
論
を
展
開
し
な
が
ら
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
こ
な
か
っ
た
点
で
あ
り
、

　
　
近
世
史
研
究
の
大
き
な
弱
点
で
あ
る
。

（
4
0
）
　
註
（
8
）
の
諸
論
文
。

（
4
1
）
請
負
人
が
全
く
研
究
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
り
あ
え
ず
そ
の

　
　
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
だ
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
た
請
負
人
の
様
々
な
機
能
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
近
世
社
会
に
お
け
る
請
負
人
の
位
置

　
　
付
け
を

行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
4
2
）
　
村
田
は
畿
内
の
請
負
人
が
土
木
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を
請
負
人
の
多
面
な
機
能
の

　
　
ひ

と
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
く
同
註
（
8
）
論
文
V
、
土
木
の
請
負
い
と
「
御
用
」
の

　
　
請
負
い
を
同
一
レ
ベ
ル
で
論
じ
て
し
ま
う
と
、
「
御
用
」
請
負
人
の
本
質
を
見
誤
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
こ
れ
は
請
負
人
を
商
人
一
般
論
に
解
消
し
、
商
人
の
存
在
を
不
可
欠
と
し

　
　
た
幕
藩
制
国
家
の
支
配
と
い
う
民
の
見
解
の
も
つ
問
題
点
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
も
し

　
　
土
木
業
者
と
「
御
用
」
請
負
人
に
連
関
を
求
め
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
土
木
業
者
が
如
何

　
　
に

「
御
用
」
代
行
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
か
を
問
題
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。

（
4
3
）
水
林
彪
『
封
建
制
の
再
編
と
日
本
的
社
会
の
確
立
』
（
山
川
出
版
社
、
　
一
九
八
七
年
）
。

（
4
4
）
藪
田
貫
「
近
世
社
会
の
日
本
的
性
格
と
家
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
〇
三
、

　
　
一
九
九
一
年
）
。

（
4
5
）
　
羽
賀
祥
二
「
領
知
権
の
解
体
と
『
民
政
』
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
八
九
、
　
一
九
八
六

　
　
年
）
は
、
武
士
の
行
う
民
政
の
成
立
を
論
じ
て
お
り
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
。

（
4
6
）
　
註
（
4
）
藪
田
本
。
久
留
島
論
文
A
、
B
。

（
4
7
）
拙
稿
C
。

（
4
8
）
請
負
人
の
展
開
は
、
利
害
集
団
の
複
層
か
ら
近
世
社
会
を
捉
え
よ
う
と
す
る
塚
田
孝

　
　
が

明
ら
か
に
し
た
事
実
と
極
め
て
似
通
っ
て
い
る
（
「
下
層
民
の
世
界
」
、
『
日
本
の
近

　
　
世
』
7
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
。
公
職
が
私
的
利
害
集
団
に
よ
っ
て
担
わ
れ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
に
私
的
な
利
害
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
本
稿
の
論
点
も
、

　
　
塚

田
の
仕
事
に
多
く
を
学
ん
だ
。
こ
の
塚
田
の
仕
事
は
大
変
興
味
深
い
が
、
非
人
．
家

　
　
守
な

ど
と
「
御
用
」
の
請
負
人
は
事
実
の
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
同
一
に
論
じ

　
　
て

よ
い
の
か
、
私
的
利
害
集
団
が
近
世
社
会
で
ど
う
い
う
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
の
か
、

　
　
そ
の
矛
盾
が
当
該
期
の
社
会
や
次
に
登
場
し
て
く
る
国
家
・
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
は
同

　
　

一
レ

ベ

ル
で
論

じ
て
よ
い
の
か
等
々
、
多
く
の
課
題
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
こ
う
し

　
　
た
塚

田
の
仕
事
に
よ
っ
て
「
御
用
」
の
請
負
人
は
、
確
実
に
近
世
史
全
体
の
研
究
姐
上
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に
の
ぼ
っ

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

（
4
9
）
　
奥
村
弘
「
近
代
日
本
形
成
期
の
地
域
構
造
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
九
五
、
　
一
九
八
七

　
　
年
）
。

（
5
0
）
　
久
留
島
論
文
B
。

（
5
1
）
　
こ
の
三
者
の
間
で
は
「
御
用
」
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
音
信
贈
答
・
接
待
・
そ
で

　
　
の
下
は
当
然
の
慣
行
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
公
事
訴
訟
の
必
要
経
費
を

　
　
み

る
と
、
担
当
役
人
へ
の
贈
答
・
接
待
・
そ
で
の
下
や
惣
代
と
し
て
出
勤
し
た
村
役
人

　
　
の
遊
興
費
は
相
当
な
金
額
に
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
経
費
は
華
美
な
音
信
贈
答
や
不

　
　
正
を

厳

し
く
禁
止
す
る
武
士
の
論
理
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
村
役
人
以
外
の

　
　
農
民
か

ら
も
糾
弾
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
中
後
期
近
世
社
会
に
は
上
層
武
士
、

　
　
一
般
農
民
、
そ
し
て
「
御
用
」
の
実
務
に
あ
た
る
武
士
、
村
役
人
、
請
負
人
、
こ
の
三

　
　
グ
ル
ー
プ
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
公
共
性
や
政
治
社
会
秩
序
が
形
成
・
追
求
さ
れ
て

　
　
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
考
え
て
い
る
。
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Purveyors　for“Goッδ”and　Modern　Society

IwAKI　Takuji

　　In　recent　years，　the　author　has　discussed　the　nature　of　the　Modem　state　and　society，

which　required　purveyors，　from　the　standpoint　that　the　rule　of　farmers　in　the　Modern

Age　was　based　on　three　groups；warriors，　farmers，　and　purveyors　for　o缶cial　business，

“ goッδ”．　However，　there　still　remain　many　problems　to　be　solved．　In　this　paper，　the

author　attempts　to　give　a　full　and　detailed　description　of　purveyors　by　clarifying　the

relationship　between　warriors，　farmers　and　purveyors，　as　regards　the　real　state　of　business

management　by　purveyors，　and　their　ranking．　Materials　for　research　were　taken　from　a

country　inn　that　served　as　the　magistrate’s　o伍ce　at　Omori，　Iwami　Province，　a　demesne

of　the　sh6gunate．

　　Chapter　l　overviews　the　role　of　G顕6妬5δ4αゴand　5δ4ατ3ゐδyα，　which　were　located

in　the　middle　ruling　organization　of　the　magistrate’s　o伍ce．　Chapter　2　deals　with　the

period　in　which　purveyors　for“goッδ”appeared　in　the　control　of　the　sh6gunate’s　demesne，

and　the　role　played　by　them．　Chapter　3　and　following　chapters　contain　the　main　part　of

discussion　in　this　paper．

　　Due　to　the　insu缶ciency　of　materials，　research　on　purveyors　so　far　has　been　centered

around　their　functions，　and　there　has　been　almost　no　discussion　of　the　purveyors’family

occupation　in　detai1．　To　tackle　this　prol）1em，　Chapter　3　exaエnines　the　breakdown　and　the

income　of　the　country　inn，　studies　how　it　was　used，　and　makes　it　clear　that　the　income

was　composed　of　charges　for　board，　interest，　and　charges　for　labor；and　that　the　inn

was　often　used　for　private　purposes．　Based　on　this　examination，　the　author　argues　that

the　purveyor　was　of　necessity　an　inn，　and　easily　swayed　by　private　interests．

　　Chapter　4　makes　clear　the　standpoints　of　warriors，　farmers，　and　the　country　inn；

warriors　thought　that　purveyors　were　minor　o伍cials　involved　in　o伍cial　business；farmers

regarded　them　as　employees；and　the　country　inn　while　in　fact　being　obliged　to　act　as

an　employee　of　farmers，　consciously　regarded　itself　as　a　minor　o伍cial＝ruler．　The　author

further　givee　his　opinion　that　the　d班erent　standpoints　of　warriors　and　farmers　reflected

their　differing　concepts　of　“of五cial　business　（goツδ）”　itself；and　the　differing　concepts　of

the“state”or“public　interests”for　which　they　aimed．

　　In　conclus三〇n，　the　author　showed　t｝1at　the　perception　of　public　o伍cials　in　modern

society，　and　local　society　and　the　community　that　was　formed　through　the　appearance

of　the　purveyor，　may　be　closely　related　to　the　problem　of　the　reformation　of　the　local

autonomy　system　by　the　Meiji　Government．
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